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Ⅰ 認証評価結果 

 

京都府立医科大学は、大学設置基準をはじめ関係法令に適合し、大学評価・学位授与機構

が定める大学評価基準を満たしている。 

 

主な優れた点として、次のことが挙げられる。 

○ 看護学科では、基本的な看護実践能力の修得を目的として、スキルスラボを利用した自己学習の推進

と、ＯＳＣＥによる評価を取り入れている。 

○ 平成18年度文部科学省「現代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代ＧＰ）」に採択された「大学・

地域一体型チーム地域医療教育－医学・看護学教育を通じた地域医療サービスの向上－」において、医

学科、看護学科の学生がともに病院実習を体験し、地域医療の必要性を認識できる取組を実施している。

この支援期間の終了後も、参加学生数を拡大して取組を継続している。 

○ 平成21年度文部科学省「看護職キャリアシステム構築プラン」に採択された「循環型教育システムに

よる看護師育成プラン」においては、看護学科と附属病院看護部が連携し、看護学科４年次生から看護

師３年目までの４年間の継続した包括的育成プログラムを展開している。 

○ 平成19年度文部科学省「がんプロフェッショナル養成プラン」に採択された「チーム医療を推進する

がん専門医療者の育成－集学的治療から在宅医療そして緩和ケアまで－」（担当大学：大阪大学、共同

大学：当該大学、和歌山県立医科大学、奈良県立医科大学、兵庫県立大学）において、がん研究にかか

わる論文作成によって博士課程を修了するとともに、専門医資格の取得要件を満たす腫瘍薬物療法専門

医養成コースを開設している。 

 

主な改善を要する点として、次のことが挙げられる。 

○ 学生による授業評価を実施しているが、医学科では、実施授業数が少ない。また、看護学科では、実

施結果のとりまとめが遅れている。 
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Ⅱ 基準ごとの評価 

基準１ 大学の目的 

１－１ 大学の目的（教育研究活動を行うに当たっての基本的な方針、達成しようとしている基本的な

成果等）が明確に定められており、その内容が、学校教育法に規定された、大学一般に求められ

る目的に適合するものであること。 

１－２ 目的が、大学の構成員に周知されているとともに、社会に公表されていること。 

 

【評価結果】 

基準１を満たしている。 

 

（評価結果の根拠・理由） 

１－１－① 大学の目的（学部、学科又は課程の目的を含む。）が、明確に定められ、その目的が、学校教育法第 83 条に

規定された、大学一般に求められる目的から外れるものでないか。 

学則に大学の目的を「教育基本法にのっとり、学校教育法に定める大学として、医学及び看護学に関す

る知識及び技能を授け、有能な医師、看護師、保健師及び助産師となるのに必要な教育を施すとともに、

医学及び看護学の深奥をきわめて、文化の進展と人類の福祉とに寄与することをもって目的とする」（第１

条）と定めている。また、医学科の目的を「生命及び人間の尊厳を基盤に豊かな人間性と創造性を培い、

高度の医学知識、技術など医師としての総合的な能力を有し、人々の健康を守り医学の発展に貢献できる

人材を育成するものとする」（第２条）と、看護学科の目的を「生命及び人間の尊厳を基盤に豊かな人間性

と創造性を培い、高度の専門知識や技術など看護専門職としての総合的な能力を有し、看護学の発展及び

保健医療と福祉の向上に貢献できる人材を育成するものとする」（第２条）と学則に定めている。 

また、学則に加えて、定款第１条において「京都府における知の拠点として、質の高い教育研究を実施

することにより幅広い教養、高度の専門的な知識及び高い倫理観を備えた人材を育成し、並びに大学や地

域の多様な主体と協力・連携した研究成果等の活用、附属病院における全人医療の提供等を通じて、京都

府民の健康増進及び福祉の向上、京都文化の発信並びに科学・産業の振興に貢献し、もって地域社会はも

とより、国内外の発展に寄与することを目的とする」としている。 

 これらのことから、大学の目的が明確に定められ、その目的が、学校教育法に規定された大学一般に求

められる目的から外れるものでないと判断する。 

 

１－１－② 大学院を有する大学においては、大学院の目的（研究科又は専攻の目的を含む。）が、明確に定められ、その

目的が、学校教育法第99条に規定された、大学院一般に求められる目的から外れるものでないか。 

大学院学則に大学院の目的を「学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめて、文化の進展に

寄与する」（第１条）と定めている。また、統合医科学専攻については、「高度先進医療を推進する医師及

び先端医学研究を展開しうる医学研究者を養成するものとする」（第５条第１項）と、医科学専攻について

は、「学際的展開を図りうる医学研究者及び地域の保健医療に貢献する高度な専門職業人を養成するものと

する」（第５条第２項）と、保健看護専攻については、「保健医療等の分野において、学際的展開を図りう

る保健看護の研究者及び広域的な指導力を発揮できる高度な専門職業人を養成するものとする」（第５条第

３項）とそれぞれ定めている。 

これらのことから、大学院の目的が明確に定められ、その目的が、学校教育法に規定された大学院一般
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に求められる目的から外れるものでないと判断する。 

 

１－２－① 目的が、大学の構成員（教職員及び学生）に周知されているとともに、社会に広く公表されているか。 

大学概要に大学の目的を記載し、各種会議や職員研修の資料とするなど幅広く配布し、教職員に対して

説明を行っている。また、この大学概要はウェブサイトに掲載し、学内外から学則及び大学院学則を閲覧

できるようにしている。さらに、学生に配付する学生便覧に学則を全文掲載し、ガイダンス等で説明を行っ

ている。 

 また、オープンキャンパスにおいて参加者に目的・理念を説明するほか、高等学校や予備校に目的・理

念を掲載した入学者選抜要項を配付するとともに、高等学校進路指導担当者への説明会で周知を図ってい

る。 

 このほか、目的や理念を学外者にもわかりやすく説明した学長メッセージをウェブサイトに掲載するほ

か、建学の原点を伝える療病院碑の保存などにより、歴史とともに培ってきた建学の理念を広く学内外に

示し、浸透を図っている。 

これらのことから、目的が大学の構成員に周知されているとともに、社会に広く公表されていると判断

する。 

 

以上の内容を総合し、「基準１を満たしている。」と判断する。 
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【評価結果】 

基準２を満たしている。 

 

（評価結果の根拠・理由） 

２－１－① 学部及びその学科の構成（学部、学科以外の基本的組織を設置している場合には、その構成）が、学士課程

における教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっているか。 

当該大学の目的は学則により「医学及び看護学に関する知識及び技能を授け、有能な医師、看護師、保

健師及び助産師となるのに必要な教育を施すとともに、医学及び看護学の深奥をきわめて、文化の進展と

人類の福祉とに寄与することをもって目的とする」（第１条）と定められている。その目的を達成するため、

医学部医学科及び看護学科を設置している。 

これらのことから、学部及びその学科の構成が目的を達成する上で適切なものとなっていると判断する。 

 

２－１－② 教養教育の体制が適切に整備され、機能しているか。 

医学科の教養教育は、幅広い教養を身に付け、物事を多角的に捉える能力を養成すると同時に、医学・

医療に対するモチベーションを高める医学準備型教育を目指して、花園キャンパスにおいて、１年次及び

２年次１学期に集中して実施されており、教育組織も教養教育として専任教員（教授６人、准教授３人、

助教３人）を中心とする体制を敷いている。このような体制により、人文・社会分野、自然科学分野、語

学、人権教育等総合的な医学準備教育を実施している。 

看護学科の教養教育は「基礎・教養科目」と呼称しており、３人の専任教員及び医学科教養教育教員並

びに非常勤講師等により、広小路キャンパスにおいて、独自のカリキュラムで１年次生を主として、２～

４年次生においても専門教育と並行して開講している。 

なお、単科大学であることから、総合大学との比較において、科目の多様性や選択性が低いなどの課題

もあり、リベラルアーツを中心とする選択肢拡大や他分野を学ぶ学生との交流の推進などを図るため、近

隣に立地する京都工芸繊維大学、京都府立大学との教養教育における連携の取組を進めている。 

これらのことから、教養教育の体制が適切に整備され、機能していると判断する。 

 

２－１－③ 研究科及びその専攻の構成（研究科、専攻以外の基本的組織を設置している場合には、その構成）が、大学

院課程における教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっているか。 

当該大学院は、以下の２研究科から構成されている。 

・ 医学研究科（修士課程１専攻：医科学専攻、博士課程１専攻：統合医科学専攻） 

・ 保健看護研究科（修士課程１専攻：保健看護専攻） 

平成 15 年４月に医学研究科博士課程を改組し、従来の５専攻を統合医科学専攻１専攻に集約し、地域

医療・社会医学、発達・成育医科学、先端医療・ゲノム医学、生体情報・機能形態学、病態解析・制御医

学、機能制御・再生医学の６分野にわたる体系的な科目履修を可能にしている。平成19年度より６年の計

基準２ 教育研究組織（実施体制） 

２－１ 大学の教育研究に係る基本的な組織構成（学部及びその学科、研究科及びその専攻、その他の

組織並びに教養教育の実施体制）が、大学の目的に照らして適切なものであること。 

２－２ 教育活動を展開する上で必要な運営体制が適切に整備され、機能していること。 
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画で、文部科学省「がんプロフェッショナル養成プラン」の「チーム医療を推進するがん専門医療者の育

成－集学的治療から在宅医療そして緩和ケアまで－」（担当大学：大阪大学、共同大学：当該大学、和歌山

県立医科大学、奈良県立医科大学、兵庫県立大学）の支援により、従来の総合コースに加えて、がん研究

にかかわる論文作成によって博士課程を修了するとともに、専門医資格の取得要件を満たす腫瘍薬物療法

専門医養成コースを開設している。これらの組織構成の改善により、大学院で育成する人材の多様化に対

応する教育体制を整えている。 

また、平成19年４月に医学研究科医科学専攻修士課程を定員10人で開設し、医学以外の自然科学領域

である理学、薬学、農学、工学等の分野からの多様な人材を受け入れることにより先端的医学に関する教

育研究を推進する組織作りを行っている。 

保健看護研究科では、人々の健康維持・増進・回復に向けての方法を、看護学に保健学の中の公衆衛生

学や応用健康科学（健康推進活動等）を取り込み、人々の健康増進に向けて、学際的にアプローチできる

人材を育成し、保健看護の発展に寄与することを目的とし、修士課程保健看護専攻を平成19年４月に設置

している。 

これらのことから、研究科及びその専攻の構成が、目的を達成する上で適切なものとなっていると判断

する。 

 

２－１－④ 別科、専攻科を設置している場合には、その構成が教育研究の目的を達成する上で適切なものとなっている

か。 

該当なし 

 

２－１－⑤ 大学の教育研究に必要な附属施設、センター等が、教育研究の目的を達成する上で適切に機能しているか。

教育研究に必要な附属施設、センター等として、以下を設置している。 

・ 附属図書館：教職員・学生のみならず、府民・地域医療従事者への医療情報を提供している。 

・ 附属病院：医学の臨床教育の場であるとともに、卒後研修、看護教育の場として機能している。 

・ 医療センター：地域医療の推進及び公衆衛生に関する指導・助言、大学の研究成果の社会還元、民

生衛生行政の推進協力を行っている。地域医療の教育・研究の実践的中核である。 

・ 附属小児疾患研究施設（通称：京都府こども病院）：教育・研究・診療を行う施設であり、内科、

外科第１部門、外科第２部門からなる。教育関連では、学生の臨床実習に携わっている。 

・ 附属脳・血管系老化研究センター：高齢化社会に対応するため、老化メカニズムの解明を目的とし

ている。 

・ 中央研究室：研究機器センター、ＲＩセンター、実験動物センター、共同プロジェクトセンター、

コンピュータ部門からなる。 

・ 医学教育研究センター：卒前（学部）と卒後（卒後臨床研修、大学院、海外留学）における教育・

人材育成を推進する。 

・ 看護実践キャリア開発センター：文部科学省「看護職キャリアシステム構築プラン」の採択による

「循環型教育システムによる看護師育成プラン」を実施する。 

また、医学研究科には、以下の附置研究センターを設置している。 

・ 研究開発センター 

・ 予防医学センター 

・ がん征圧センター 
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・ 再生医療・細胞治療研究センター 

・ がんプロフェッショナル養成センター 

これらのことから、必要な附属施設、センター等が、目的を達成する上で適切に機能していると判断す

る。 

 

２－２－① 教授会等が、教育活動に係る重要事項を審議するための必要な活動を行っているか。 

当該大学は、平成 20 年度に公立大学法人へと移行し、大学においては、教育研究評議会が最高議決機

関となった。教育研究評議会の設置に関しては定款に定められており、教育に係る中期目標、中期計画、

年度計画のほか、学則、教育研究に係る重要な規則、教員人事に関する事項等を審議することになってお

り、原則として毎月開催（平成21年度：定例11回開催）している。 

教授会は、医科大学教授会、大学院教授会、大学院医学研究科教授会議、大学院保健看護研究科教授会

議、医学部教授会、医学部医学科教授会議、医学部看護学科教授会議からなり、教授会規程等により、教

育課程の編成、学生の入退学、試験、卒業、厚生補導に関する事項等を審議しており、原則として毎月開

催（平成21年度：定例11回・臨時２回開催）している。 

これらのことから、教授会等が必要な活動を行っていると判断する。 

 

２－２－② 教育課程や教育方法等を検討する教務委員会等の組織が、適切な構成となっているか。また、必要な回数の

会議を開催し、実質的な検討が行われているか。 

学部教育全般を検討するため、医学部教育委員会を設置し、その下に医学科教育委員会及び看護学科教

育委員会を設置している。それぞれ月１回の開催を原則としており、加えて重要な審議事項がある場合等

には適宜開催している。医学部教育委員会は、医学科の教養教育、基礎医学講座、臨床医学講座及び看護

学科の教員で、医学科教育委員会は医学部教育委員会の医学科教員で、看護学科教育委員会は看護学科の

科目担当の教授、准教授等でそれぞれ構成されている。検討事項はカリキュラム編成をはじめとする教育

内容、進級等学生の身分に関わること等で、各学科教育委員会の議論を経て、学部教育委員会で検討して

いる。平成21年度は、医学部教育委員会及び医学科教育委員会を11回、看護学科教育委員会を14回開催

している。 

また、医学研究科には、医学研究科教育委員会を、保健看護研究科には保健看護研究科教育委員会を設

置している。それぞれ月１回の開催を原則としており、重要な審議事項がある場合等には適宜開催してい

る。平成21年度は、医学研究科教育委員会を10回、保健看護研究科教育委員会を13回開催している。 

特定事項を検討する小委員会として、卒前の医学教育の企画、立案、実践等を担当する医学教育推進室、

卒前教育と卒後教育との連絡を密にするための医学教育研究センターがある。 

これらのことから、教育課程や教育方法等を検討する組織が適切な構成となっており、実質的な検討が

行われていると判断する。 

 

以上の内容を総合し、「基準２を満たしている。」と判断する。 

 

【優れた点】 

○ 平成 19 年度文部科学省「がんプロフェッショナル養成プラン」に採択された「チーム医療を推進

するがん専門医療者の育成－集学的治療から在宅医療そして緩和ケアまで－」（担当大学：大阪大学、

共同大学：当該大学、和歌山県立医科大学、奈良県立医科大学、兵庫県立大学）において、がん研究
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にかかわる論文作成によって博士課程を修了するとともに、専門医資格の取得要件を満たす腫瘍薬物

療法専門医養成コースを開設している。 
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【評価結果】 

基準３を満たしている。 

 

（評価結果の根拠・理由） 

３－１－① 教員組織編制のための基本的方針を有しており、それに基づいて教員の適切な役割分担の下で、組織的な連

携体制が確保され、教育研究に係る責任の所在が明確にされた教員組織編制がなされているか。 

中期計画に「学術の進展や府民のニーズを踏まえた教育研究の重点化に取り組み、教員配置を弾力的に

行うなど、柔軟に教育研究組織の改編を行う」、「大学の教育目標を踏まえ、質の高い教育を実施するため、

適切な教職員配置を行う」ことを掲げている。これらを基本的方針として、大講座制によって教員組織を

編制している。なお、医学研究科においては、大学院部局化されており、教員は大学院を本務とし、学部

を兼務している。 

医学科については、大講座（教室と呼称）を配置し、その中の部門ごとに教授が責任者として部門ごと

の有機的な連携を図ることに努め、教授の下に准教授、講師、助教が配置されている。これらの教室は相

互に、また病院部門等と連携しながら、教養教育、基礎医学、社会医学、臨床医学からなる６年一貫教育

を実施している。 

看護学科については、教養教育講座、医学講座、看護学講座により編制され、教育を実施している。 

なお、各学科には学科長を置いている。 

これらのことから、教員組織編制のための基本的方針を有しており、それに基づいて教員の適切な役割

分担の下で、組織的な連携体制が確保され、教育研究に係る責任の所在が明確にされた教員組織編制がな

されていると判断する。 

 

３－１－② 学士課程において、教育課程を遂行するために必要な教員が確保されているか。また、教育上主要と認める

授業科目には、専任の教授又は准教授を配置しているか。 

学士課程における教員数は、次のとおりであり、大学設置基準に定められた必要教員数以上が確保され

ている。 

・ 医学部（２学科）：専任332人（うち教授48人）、非常勤310人 

また、専門科目等の教育上主要と認める科目は、専任の教授又は准教授が担当している。 

これらのことから、必要な教員が確保されており、また、教育上主要と認める授業科目には、専任の教

授又は准教授を配置していると判断する。 

 

 

基準３ 教員及び教育支援者 

３－１ 教育課程を遂行するために必要な教員が適切に配置されていること。 

３－２ 教員の採用及び昇格等に当たって、適切な基準が定められ、それに従い適切な運用がなされて

いること。 

３－３ 教育の目的を達成するための基礎となる研究活動が行われていること。 

３－４ 教育課程を遂行するために必要な教育支援者の配置や教育補助者の活用が適切に行われてい

ること。 
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３－１－③ 大学院課程（専門職学位課程を除く。）において、必要な研究指導教員及び研究指導補助教員が確保されてい

るか。 

大学院課程における研究指導教員数及び研究指導補助教員数は、次のとおりであり、大学院設置基準に

定められた必要教員数以上が確保されている。 

〔修士課程〕 

・ 医学研究科：研究指導教員37人（うち教授37人）、研究指導補助教員42人 

・ 保健看護研究科：研究指導教員８人（うち教授８人）、研究指導補助教員８人 

〔博士課程〕 

  ・ 医学研究科：研究指導教員38人（うち教授37人）、研究指導補助教員80人 

これらのことから、必要な研究指導教員及び研究指導補助教員が確保されていると判断する。 

 

３－１－④ 専門職学位課程において、必要な専任教員（実務の経験を有する教員を含む。）が確保されているか。 

該当なし 

 

３－１－⑤ 大学の目的に応じて、教員組織の活動をより活性化するための適切な措置が講じられているか。 

教授選考をはじめ、部門の責任者（准教授の場合も含む）の選考は公募制により行っている。また、モ

チベーションの向上を目指し、准教授に対する教授（学内）の称号付与、助教に対する講師（学内）の称

号付与や優秀教職員表彰制度による顕彰を行うほか、平成18年４月からは中央研究室担当教員を対象に任

期制を導入している。また、外部人材の積極的な導入による活性化を目的として、特任教員、客員教員の

制度を導入している。 

教員の年齢構成は、医学科では、教授で55～64歳、准教授で50～54歳、講師で45～49歳、助教（学内

講師を含む）で40～44歳がそれぞれピークを形成している。医学研究科の教員全体の中で女性教員の占め

る割合は平成22年５月現在9.0％で、教授１人、准教授２人、講師５人、助教19人である。 

また、看護学科では、教授は55～59歳、准教授は55～59歳、講師は50～54歳、助教は30～39歳が大

半となっている。女性教員は33人中28人（84.8％）である。 

なお、外国人教員は大学全体で５人となっている。 

これらのことから、教員組織の活動をより活性化するための適切な措置が講じられていると判断する。 

 

３－２－① 教員の採用基準や昇格基準等が明確かつ適切に定められ、適切に運用がなされているか。特に、学士課程に

おいては、教育上の指導能力の評価、また大学院課程においては、教育研究上の指導能力の評価が行われてい

るか。 

大学設置基準に規定されている教員の資格に基づき、公立大学法人教職員採用等規程、医学部学科教授

選考規程、大学院研究科教授選考規程、医学部学科准教授・講師・助教・助手選定に関する規程、大学院

研究科准教授・講師・助教・助手選定に関する規程に採用基準及び昇任基準を定めており、いずれも教育

上の指導能力を研究業績、診療能力等と並んで最重要項目の一つとして位置付け、教育研究評議会におい

て総合的に審査している。なお、教授選考をはじめ、部門の責任者（准教授の場合も含む）の選考は公募

制により行っている。 

学士課程における教員採用等については、「大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を

有すると認められる者」を要件にしているほか、特に教授については選考委員会が実施する面接や、助教
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以上の専任教員を対象とする公開セミナーにおいて、当該被選考者が選考方針で求められている能力を有

するか否かの事前評価を行っている。なお、教員は学士課程と大学院課程を兼務しているため、採用に当

たっては大学院課程における教育研究上の指導能力も併せて評価しており、学位授与者数等の教育実績と

ともに、研究活動を書類選考・面接・セミナーの三段階の選考過程で検証している。 

これらのことから、教員の採用基準等が明確かつ適切に定められ、適切に運用がなされていると判断す

る。 

 

３－２－② 教員の教育活動に関する定期的な評価が行われているか。また、その結果把握された事項に対して適切な取

組がなされているか。 

教員の業績評価の一要素である教育活動に係る学生からの授業評価に関しては、医学科においては平成

17年度から実施しており、教員に結果をフィードバックすることにより教育内容の充実を図っている。 

また、看護学科及び保健看護研究科における教員の教育活動に関する評価は、学生による授業評価を平

成21年度から開始している。 

なお、平成20～25年度を計画期間とする京都府公立大学法人中期計画においては、｢教員の多様な実績

が公正に評価されるよう、教育活動、研究活動、学内運営、社会貢献などの諸活動を要素とする業績評価

システムを構築する。｣と定められているところであり、教員の業績評価の具体的な実施内容・方法につい

て、他大学の評価制度を参考にしながら検討を開始したところである。 

これらのことから、教員の教育活動に関する定期的な評価に向かって取組を進めていると判断する。 

 

３－３－① 教育の目的を達成するための基礎として、教育内容等と関連する研究活動が行われているか。 

医学研究科においては、本務を大学院において研究活動を行っている教員が自らの研究の専門分野と密

接な関係にある学部講座にも籍を置くことにより、研究成果を直接学部教育に結び付けている。 

また、看護学科及び保健看護研究科の教員も、それぞれの専門的研究分野を持ち、毎年刊行される看護

学科紀要等に発表するなどの研究活動を行っている。授業も、担当教員の研究領域に関連する科目設定と

なっており、教員の研究成果を教育に還元している。 

これらのことから、教育内容等と関連する研究活動が行われていると判断する。 

 

３－４－① 大学において編成された教育課程を遂行するに必要な事務職員、技術職員等の教育支援者が適切に配置され

ているか。また、ＴＡ等の教育補助者の活用が図られているか。 

学士課程及び保健看護研究科における教育については、学生課の事務職員（８人）及び教養教育事務室

の事務職員（２人）が教育支援に当たっている。また、医学研究科における教育については、研究支援室

大学院担当の事務職員（４人）及び技術職員（３人）が教育支援に当たっており、これら17人の職員によ

り、カリキュラム編成等の補助、各種の事務手続、成績処理等を行っている。また、このほか、業務の繁

忙に応じて臨時職員等を適宜雇用するなど教育支援のため、柔軟な事務体制としている。 

しかし、これらの事務職員は設立団体である京都府からの派遣であり、比較的短期間（主に３～５年間）

で交替することが多いため、専門性の確保が課題である。平成20年度から、附属病院において、法人専任

職員採用を開始している。（平成22年度現在計８人） 

また、平成20年度からＴＡ制度を導入し、平成21年度は、医学科で博士課程学生20人、修士課程学生

８人の計28人、看護学科で６人、両学科合わせて34人を採用し、講義・学生実験の補助や準備に当たら
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せている。 

これらのことから、必要な事務職員、技術職員等の教育支援者が適切に配置されており、ＴＡ等の教育

補助者の活用が図られていると判断する。 

 

以上の内容を総合し、「基準３を満たしている。」と判断する。 

 

【更なる向上が期待される点】 

○ 平成 20 年度から、附属病院において法人専任職員採用を開始しており、今後、教務・学生支援の

部門についても法人専任職員を採用することが期待される。 
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【評価結果】 

基準４を満たしている。 

 

（評価結果の根拠・理由） 

４－１－① 教育の目的に沿って、求める学生像及び入学者選抜の基本方針などの入学者受入方針（アドミッション・ポ

リシー）が明確に定められ、公表、周知されているか。 

医学科では、求める学生像として、「人間愛の理想をかかげる」、「自ら求め学ぶ」、「共に歩む」を掲げ、

看護学科では、「心豊かに人と接することができる人」、「幅広い基礎学力を持ち、自ら考え学ぶ力のある人」、

「看護への関心があり、看護職として広く活躍したい人」、「生涯看護活動に関わり、社会に貢献する意志

のある人」を掲げている。これらは、入試説明会、ウェブサイト等で、受験希望者、保護者、高等学校の

進路指導担当教諭等に向けて公表している。また、毎年受験希望者等を対象に開催しているオープンキャ

ンパス、入試説明会等で教育理念・目標と併せてアドミッション・ポリシーについて説明するとともに、

その周知に努めている。従来毎年１回行われていたオープンキャンパスは、平成21年度より年に２回（８

月、11 月）開かれており、従来よりも多くの受験希望者等にアドミッション･ポリシーの周知が図られて

いる。 

医学研究科のアドミッション・ポリシーは、大学院設置の基本理念に基づいて明確に定め、学生募集要

項やウェブサイトに掲載するとともに、医学研究科（博士・修士）入試説明会等でも広く周知されている。

特に設置後、日が浅い修士課程については、関連大学宛に募集要項を直接送付することにより周知が図ら

れている。 

保健看護研究科では「社会のニーズに対応した保健看護・医療・福祉領域での健康増進及び健康回復支

援の指導的役割を担える高度専門職者や保健看護教育の向上と学術研究の推進のための教育・研究者にな

ることを目指す人」をアドミッション・ポリシーとして、同様の方法で公表・周知されている。 

これらのことから、入学者受入方針が明確に定められ、公表、周知されていると判断する。 

 

４－２－① 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に沿って適切な学生の受入方法が採用されており、実質的に

機能しているか。 

医学部医学科の目指す教育では、｢人間愛｣、｢地域貢献｣、「国際的視野の涵養」を謳っており、その方

針に沿って入学者を選抜するために、入学定員107人のうち、一般選抜100人、特別選抜（推薦入学）７

人について、教科・科目に関する学力試験のほかに人物評価試験として面接試験を行い、これらの成績を

総合的に審査することによって合格者を判定している。特別選抜（推薦入学）制度は、地域医療に関わる

医師確保等の観点から、平成20年度入試から導入したもので、京都府内高等学校の卒業見込み者及び卒業

者又は京都府内在住の高等学校卒業見込み者及び卒業者を対象としている。 

基準４ 学生の受入 

４－１ 教育の目的に沿って、求める学生像及び入学者選抜の基本方針などの入学者受入方針（アド

ミッション・ポリシー）が明確に定められ、公表、周知されていること。 

４－２ 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に沿って適切な学生の受入が実施され、機能し

ていること。 

４－３ 実入学者数が、入学定員と比較して適正な数となっていること。 
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看護学科の目指す教育では、「豊かな人間性を備え、全人的な看護を展開できること」、「科学的思考に

基づいた判断能力を育て、主体的に看護が実践できること」、「保健医療福祉の連携を図れる看護が実践で

きること」、「国際的な視野で健康問題を捉えて看護を考えられること」を謳っており、その方針に沿って

一般選抜試験（前期日程・後期日程）及び特別選抜試験（推薦入試）を実施しており、大学入試センター

試験、小論文（英語を含む）の成績及び面接、特別選抜試験では小論文（英語を含む）の成績、面接及び

調査書等により、それぞれ総合判定をしている。当該大学の使命の一つである「京都の保健医療福祉への

貢献」という基本姿勢から、特別選抜試験では、京都府内高等学校の卒業見込み者又は京都府内在住の高

等学校卒業見込み者を対象とする推薦入学試験を実施している。推薦入試の定員は、全体の入学定員 85

人中35人である。 

医学研究科においては、アドミッション・ポリシーに沿った入学者を選抜するため、外国語試験及び専

門試験からなる学力試験を行うとともに面接試験や小論文等の人物評価試験を課し、これらの成績を総合

的に審査して合格者を判定している。特に人物評価に重要となる面接試験実施に際しては、面接官による

評価基準を統一するための実施要綱を別に定めている。 

保健看護研究科では、アドミッション・ポリシーに基づいて、一般選抜試験において、社会人受入等幅

広く対応している。 

これらのことから、入学者受入方針に沿って適切な学生の受入方法が採用されており、実質的に機能し

ていると判断する。 

 

４－２－② 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）において、留学生、社会人、編入学生の受入等に関する基本

方針を示している場合には、これに応じた適切な対応が講じられているか。 

当該大学の留学生、社会人に関する入学者受入方針は、一般学生と区別することなく同様のものとして

いる。 

医学科及び看護学科では、留学生、社会人等の受入等に関する特別な制度を設けていない。 

医学研究科では、外国人留学生の入学試験を実施しており、受入に対応するため、外国での教育に関す

る受験資格を学生募集要項で規定している。該当する外国人留学生に対しては、英語版の専門試験問題を

別途作成し実施している。医学研究科への社会人の受入については、実現に向けて検討を行っているとこ

ろである。 

保健看護研究科では、受入方針に沿って、看護実践重視の観点から、３年以上の看護関連業務の実務経

験を有する者に出願資格を認定するなど、社会人にも対応している。この制度における平成19～23年度ま

での出願資格認定者は18人、入学者は３人、入学予定者は２人である。 

これらのことから、入学者受入方針に応じた適切な対応が講じられていると判断する。 

 

４－２－③ 実際の入学者選抜が適切な実施体制により、公正に実施されているか。 

医学部の入学者選抜試験については、学長を委員長とする医学部入学試験委員会で、基本方針及び各年

度の入学者選抜要項を決定し、これに沿って各学科で選抜試験を実施している。 

試験に当たっては、医学科については教養教育部長を委員長とする医学科入学者選抜委員会（８人）を

中心に、看護学科については看護学科長を委員長とする看護学科入学者選抜委員会（７人）を中心に、入

学資格の認定、学科試験問題の作成、面接試験の実施、試験成績の採点・判定、合格候補者の選定等を行

い、最終的に各学科教授会で合格者を決定している。また、実際の試験実施に当たっては実施マニュアル

を作成して、試験当日における教職員の業務を周知徹底させるために試験監督説明会等を実施し、当日は
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学長を長とする入学試験実施本部統括の下、全学的に統一的に対応できる体制により、公正かつ円滑な試

験の実施に努めている。 

医学研究科の入学者選抜試験については、学長を委員長とする医学研究科入学試験委員会で基本方針及

び各年度の入学者選抜要項を決定している。博士課程、修士課程ごとに試験問題作成委員会を設置すると

ともに、実施に当たっては実施要項を作成し公正かつ円滑な試験の実施に努めている。最終的な合否判定

は医学研究科教授会議で決定している。 

保健看護研究科では、医学研究科と同様に、学長を委員長とする保健看護研究科入学試験委員会を設置

し、入試体制、問題作成に関わる諸事項の決定等を行い、これに基づいて組織的に試験を実施するととも

に、合格候補者を選定している。最終的な合否判定は保健看護研究科教授会議で決定している。 

これらのことから、入学者選抜が適切な実施体制により、公正に実施されていると判断する。 

 

４－２－④ 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に沿った学生の受入が実際に行われているかどうかを検証す

るための取組が行われており、その結果を入学者選抜の改善に役立てているか。 

アドミッション・ポリシーに沿った受入について具体的に検証するための組織として、学生部長を委員

長とする入試制度検討委員会を設置している。検討した結果は、医学部入学試験委員会に答申され、次年

度以降の入試に関する改善に役立てられている。 

当該大学では、設立以来一貫して、京都府民の生命を守る中核病院としての使命を持ち、心技体に優れ

た医療者の養成を目指した教育を行っている。その歴史と伝統はわが国でも有数の医科大学の一つである。

医学科では、医学への高い志を持ち、当該大学において学ぶ強い意思を有する優秀な受験生を早い段階で

確保するため、平成20年度入学試験より後期日程試験を廃止し、前期日程試験のみを実施することとした。 

また、看護学科においては、生涯教育の一環として平成 14 年度の開学当時導入した編入学制度につい

て、看護をとりまく府内及び社会情勢の変化の中で、より実践能力の向上を目指す者に対しては保健看護

研究科への入学機会を拡大した上で、新人看護師の養成に力をおくため、平成22年度から３年次編入学制

度を廃止し、１年次入学定員を10名増員した。看護実践能力の高い府内の看護職者の養成に力を入れ、一

層の地域貢献を図っている。 

大学院においては、入学した学生の出身大学・大学院の調査、入学後学生の進路アンケート等の検証を

実施している。それらの結果に基づき、次年度以降の学生募集要項の作成とその配布先の選定、入学試験

出題科目の変更等を行うなど、検証の結果を入学者選抜の改善に活用している。 

これらのことから、入学者受入方針に沿った学生の受入が実際に行われているかどうかを検証するため

の取組が行われており、その結果を入学者選抜の改善に役立てていると判断する。 

 

４－３－① 実入学者数が、入学定員を大幅に超える、又は大幅に下回る状況になっていないか。また、その場合には、

これを改善するための取組が行われるなど、入学定員と実入学者数との関係の適正化が図られているか。 

当該大学における平成 18～22 年度の５年間の入学定員に対する実入学者数の比率の平均は、次のとお

りである。（ただし、平成19年４月に設置された医学研究科（修士課程）及び保健看護研究科（修士課程）

については、平成19～22年度の４年分。） 

〔学士課程〕 

・ 医学部：1.00倍 

〔修士課程〕 

・ 医学研究科：1.00倍 
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・ 保健看護研究科：1.08倍 

〔博士課程〕 

・ 医学研究科：0.83倍 

なお、大学院の定員確保のために、医学研究科においては、平成 22 年度から入学試験を年２回実施し

ている。 

これらのことから、入学定員と実入学者数の関係は適正であると判断する。 

 

以上の内容を総合し、「基準４を満たしている。」と判断する。 
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【評価結果】 

基準５を満たしている。 

 

（評価結果の根拠・理由） 

＜学士課程＞ 

５－１－① 教育の目的や授与される学位に照らして、授業科目が適切に配置され、教育課程が体系的に編成されており、

授業科目の内容が、全体として教育課程の編成の趣旨に沿ったものになっているか。 

当該大学は、国際的にも通用する社会の指導者としての医師・医学者、看護師等の専門的な医療従事者

の育成を通じた地域貢献を建学の理念としており、これに則り各学科において、教育課程の体系的な編成

を行っている。 

医学科においては、医学教育研究の更なる質の向上とグローバル化に対応できるよう、モデル・コア・

カリキュラムを柱として、基礎医学、社会医学、臨床医学の連携を重視し、当該大学独自の医学教育統合

カリキュラムを編成し、実施している。 

１年次及び２年次１学期に実施する教養教育においては、幅広い教養と専門に必要な基礎教育を行う観

点から、人文科学、社会科学、自然科学、外国語等を開講し、医学・医療に対するモチベーションを高め

るような医学準備教育としての性格を明確にしている。これらに加え、演習形式の教養ゼミ、より広い視

野を身に付ける総合講義等を開講し、人文科学、社会科学、自然科学、外国語分野のいずれにも偏重する

ことのない、豊かな教養と倫理観、医学に必要な基礎知識を修得できる科目編成としている。なお、教養

教育では、２年次１学期終了時の試験に合格しなければ専門教育に進めないという厳格な教育を実施して

いる。 

基準５ 教育内容及び方法 

（学士課程） 

５－１ 教育課程が教育の目的に照らして体系的に編成されており、その内容、水準、授与される学位

名において適切であること。 

５－２ 教育課程を展開するにふさわしい授業形態、学習指導法等が整備されていること。 

５－３ 成績評価や単位認定、卒業認定が適切であり、有効なものとなっていること。 

（大学院課程） 

５－４ 教育課程が教育の目的に照らして体系的に編成されており、その内容、水準、授与される学位

名において適切であること。 

５－５ 教育課程を展開するにふさわしい授業形態、学習指導法等が整備されていること。 

５－６ 研究指導が大学院教育の目的に照らして適切に行われていること。 

５－７ 成績評価や単位認定、修了認定が適切であり、有効なものとなっていること。 

（専門職学位課程） 

５－８ 教育課程が教育の目的に照らして体系的に編成されており、その内容、水準、授与される学位

名において適切であること。 

５－９ 教育課程が当該職業分野における期待にこたえるものになっていること。 

５－10 教育課程を展開するにふさわしい授業形態、学習指導法等が整備されていること。 

５－11 成績評価や単位認定、修了認定が適切であり、有効なものとなっていること。 
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２年次１学期から実施する専門教育においては、段階に応じ基礎医学カリキュラム、社会医学カリキュ

ラム、臨床医学カリキュラムを実施している。基礎医学カリキュラムは、人体の構造と機能を究明する医

学の根幹である基礎医学を修得するため、解剖学、生理学、分子医科学、医動物学、微生物学、薬理学及

び病理学などを学ぶ。社会医学カリキュラムは、医学の社会的適用である医療という観点から、医学を社

会化していく際の原理や原則である社会医学を修得するため、保健・予防医学、法医学等を学ぶ。臨床医

学カリキュラムは、４年次以降、それまでに学んだ教養教育と基礎医学を基盤にして、人間の様々な疾病

の医学・医療の基本についての正しい理解を得ること及び医師・医学研究者としての人間性を涵養するこ

とを目的として、疫学・病因・病型・病態・病理・診断・治療・予後等の視点から系統的に学ぶ。さらに、

５年次２学期以降、ベッドサイドティーチングや担当医によるマンツーマン教育を取り入れ、基本的な臨

床能力の修得を図るため、外部の医療機関も含めた臨床実習を行っている。 

看護学科では、生命及び人間の尊厳を基盤に、豊かな人間性と創造性を培い、高度の専門知識や技術な

ど看護専門職としての総合的な能力を有し、看護学の発展及び保健医療と福祉の向上に貢献できる人材の

育成を目指して、教育内容を組み立てている。その教育課程は、基礎・教養、専門基礎、専門（看護学）

に関する科目から体系的に構成されている。基礎・教養科目では、生命及び人間の尊厳、人間の理解、人

間と環境、国際理解とコミュニケーション、専門基礎科目は、健康・疾病障害の基礎及び保健・福祉に区

分されている。専門（看護学）科目は、看護学の基本と看護学の展開、看護学の統合と発展との学習プロ

セスに沿った区分設定となっている。基礎・教養及び専門基礎科目は、１～２年次生を主として３～４年

次生にわたって順次学習する。専門科目は１年次生前期から４年次生と段階的に学習する。 

これらのことから、授業科目が適切に配置され、教育課程が体系的に編成されており、授業科目の内容

が全体として教育課程の編成の趣旨に沿ったものになっていると判断する。 

 

５－１－② 教育課程の編成又は授業科目の内容において、学生の多様なニーズ、研究成果の反映、学術の発展動向、社

会からの要請等に配慮しているか。 

医師養成という目的から医学関連の科目は必修を基本としており、教育委員会を中心に教育内容等の検

討を行い、学生のニーズや社会からの要請等に応じた教育課程の編成や授業科目の内容の改善を図ってい

る。 

具体例を挙げると、現在、全国的に地域の医師不足が社会的問題となっており、京都府においても、特

に北部地域における医師不足は深刻であるが、このような状況に鑑み、平成18年度に文部科学省「現代的

教育ニーズ取組支援プログラム（現代ＧＰ）」に採択された「大学・地域一体型チーム地域医療教育－医学・

看護学教育を通じた地域医療サービスの向上－」を京都府北部地域で実施し、医学科、看護学科の学生が

共に、京都府北部の病院での病院実習を体験し地域医療の必要性を認識できる取組を実施している。この

支援期間の終了後も、参加学生数を拡大して取組を継続している。 

また、学生の興味と意欲から生じる多様なニーズへの対応を図ることができるよう他大学との単位互換

を積極的に進めており、大学コンソーシアム京都の単位互換制度や、平成20年度の文部科学省「戦略的大

学連携支援事業」に採択された「京都発国公私立大学ヘルスサイエンス系共同大学院の創設と総合的連携

による大学力強化」により、京都府立大学や京都工芸繊維大学とも連携し、３大学連携による単位互換を

実施し、今後の３大学の教養教育共同化に向けた学生教育のネットワークの拡充や遠隔授業等の導入に向

けた整備が進められている。 

医学科については、学生が先進的医学に触れ、研究マインドを醸成することを目的として、基礎・社会

医学の教室等に６週間配属して研究に参画させる「研究配属」の制度を導入するほか、研究成果の反映や
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学術の発展動向等の時代の進歩、学生の多様なニーズに応じた教育内容を柔軟に反映させるため「総合講

義」を実施している。一方、教養教育を実施している花園キャンパスと、専門教育を実施し附属病院を併

設している河原町キャンパスとが分かれて立地していること等から、当該大学は、入学当初から学生に医

療の現場を実感させる点や、教養教育と専門教育の連携及び専門教育科目間の有機的な連携等に課題があ

ると認識している。 

看護学科の教員は、医療の高度化・専門化をはじめ、高齢社会の急速な進展、疾病構造の変化等多様な

保健医療ニーズや社会の要請に対応できる教養と専門知識・技術を備えた看護専門教育を行うために、専

門分野の研究会及び学会等に所属し、最新の成果を授業内容に反映している。例えば、専門科目（発展と

探究科目）等で、教員の研究成果を教育に還元できるよう工夫している。また、実践能力強化に向けたカ

リキュラム編成に努めており、看護学科教員による看護実践プロジェクトが独自で行う卒業生アンケート

等も参考にしているほか、平成21年度文部科学省「看護職キャリアシステム構築プラン」に採択された「循

環型教育システムによる看護師育成プラン」において、看護学科と附属病院看護部が連携し、看護学科４

年次生から看護師３年目までの４年間の継続した包括的育成プログラムを展開している。さらに、基本的

な看護実践能力の修得を目的として、スキルスラボを利用した自己学習の推進と、Objective Structured 

Clinical Examination（以下「ＯＳＣＥ」という。）による評価を取り入れている。また、京都府北中部の

病院において地域医療・チーム医療を学ぶ医学科との合同実習に取り組んでいる。 

これらのことから、教育課程の編成又は授業科目の内容において、学生の多様なニーズ、研究成果の反

映、学術の発展動向、社会からの要請等に配慮していると判断する。 

 

５－１－③ 単位の実質化への配慮がなされているか。 

医学科における教養教育１学期においては、「試験を除いて90分授業14回をもって1.5単位」とし学事

暦を編成している。「２（授業）時間×14 回＝28（授業）時間」を1.5 単位としていることから、１単位

当たり18.6（授業）時間となり、大学設置基準で定められた最低授業時間「15時間」を上回る授業時間を

確保している。 

医学科の教育課程は、医学の全領域に通じた医師を輩出するという社会からの要請にこたえるために、

ほとんどの科目を必修とすることが基本とされており、単位の過剰登録等の問題は生じていない。さらに

医療という極めて実学的な学問を教育している点から、特に実習においては70％以上の出席がなければ試

験を受ける資格を喪失することを医学科授業科目履修規程に明文化している。さらに、４年次終了時に

Computer Based Testing（以下｢ＣＢＴ｣という。）、ＯＳＣＥの試験が行われる。総合診断学を集中的に学

習した後に技能・態度についてのＯＳＣＥを受験させている。科目試験及びＣＢＴ、ＯＳＣＥに合格しな

ければ臨床実習（ベッドサイド教育）を受講できないこととしている。医学科の実習は５年次５月から６

年次４月までの35週間をかけ、全員が内科、外科等の主な診療科では２週間、その他は１週間で全診療科

をローテイトしている。臨床実習の単位数は合計43単位となっている。医学科の卒業要件として修得すべ

き単位数は、教養教育授業科目61.5単位、基礎医学55単位、社会医学10.5単位、臨床医学35単位、臨

床実習43単位、臨床演習7.5単位、その他研究室配属等17.5単位、合計230単位となっている。 

看護学科では、登録単位の上限は設けていないが、学生の全員が看護師及び保健師、一部が助産師の国

家資格取得を目指しており、学習の到達目標が明確となっているため、国家試験の合格状況からも学習意

欲は高いという実態がある。履修指導としても、２年次から３年次には進級制度を設け、３年次前期には

それまでに必要な必修科目を履修できていなければ、後期開始の臨地実習は履修できないことをシラバス

に明記するとともに、個別の指導を通じて、学びを確実に身に付けた上で次の学習ステップに進めるよう
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配慮している。なお、助産学選択者は全臨地実習単位を履修していなければ、助産学実習ができないこと

をシラバスに明記している。 

これらのことから、単位の実質化への配慮がなされていると判断する。 

 

５－２－① 教育の目的に照らして、講義、演習、実験、実習等の授業形態の組合せ・バランスが適切であり、それぞれ

の教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされているか。 

医学科においては、医師・医学研究者の養成を目的としたモデル・コア・カリキュラムを基本としてい

るが、加えて当該大学の教育理念や特質、特徴を活かした学体系（-logy）を基盤とした医科学教育とＰＢ

Ｌ（problem based learning）教育とのバランスに留意した独自の医学教育統合カリキュラムを構築して

いる。教養教育においては、講義を中心として、物理学・化学・生物学実習及びコンピュータ実習や教養

ゼミも実施している。専門教育においては、講義及び実習による基礎医学の修得を基盤として、段階的に

臓器・システム別学習も取り入れた臨床医学や地域医療機関での実習も含む社会医学に進むが、特に５年

次２学期から６年次には学部における医師養成の最終段階として実習を中心とした臨床実習を実施してい

る。「臨床実習実施要領」には、臨床実習に係る詳細な注意事項や学生が遵守すべき事項（患者に対する責

任、守秘義務、医療安全の確保、感染防止、医行為の制限、指導医の指示遵守等）が記載され、また、医

療情報システムにアクセスする際の厳格な規程遵守と学生が記載する誓約書も用意されている。また、診

療科ごとに目的、行動目標、評価方法、各評価項目（技能・態度等）についての点数評価（３～５段階）

と指導教員のサインも含まれており、コンパクトでわかりやすい「臨床実習実施要領」となっている。こ

のように、学生の修得段階に応じ、講義、演習、実験、実習等を組み合わせて教育を実施している。また、

「総合講義」として、最新のトピックスにも対応できるカリキュラムを組むとともに、研究配属などによ

り、実際に学生自らが研究に取り組む期間も設けるなどの工夫を行っている。 

看護学科では、幅広い教養と専門的知識・技術と豊かな人間性を身に付けるために、講義、演習、実験、

実習を配置している。中でも、基礎・教養科目である「運動の基礎理論と実技」、「情報科学」、「生命有機

化学」や語学等では少人数クラス編成による講義、演習、実験、演習を行っている。専門基礎科目の「人

体構造論」では解剖見学を実施している。また、専門（看護学）科目ではまず講義、演習を効果的に組み

合わせた授業を経て、臨地実習へとつなぎ、更にそれらを統合する授業へと段階的な授業展開を行ってい

る。特に、臨地実習指導では、少人数グループの学生配置とし、きめ細かな実習教育を行っている。実習

では、平成20年度に臨地指導教授制度を導入し、より充実した実習指導体制としている。平成22年度ま

でに、当該大学附属病院、府北中部の７病院の看護部長、看護師長等、延べ86人に臨地指導教員を委嘱し

ている。 

また、文部科学省現代ＧＰを契機として医学科及び看護学科で「大学・地域一体型チーム地域医療教育

－医学・看護学教育を通じた地域医療サービスの向上－」を合同実施しており、京都府北部での地域滞在

実習により地域医療やチーム医療への理解を深める特色ある教育の一つとなっている。 

これらのことから、授業形態の組合せ・バランスが適切であり、教育内容に応じた適切な学習指導法の

工夫がなされていると判断する。 

 

５－２－② 教育課程の編成の趣旨に沿って適切なシラバスが作成され、活用されているか。 

医学科では、教育課程の編成の趣旨に沿ってシラバスが作成されている。また、シラバスは毎年担当教

員、カリキュラム委員会、教育委員会で議論され、改訂されている。記載項目は、科目名、担当教員名、

教育の目的と方針、教育目標、授業形態、授業概要、指導方法、教科書、成績評価基準等である。シラバ
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スを統一のとれた様式と内容にするためのシラバス原稿作成要領を策定している。 

看護学科では、シラバスに基礎・教養、専門基礎及び専門（看護学）のすべての授業科目において教育

目標、授業形態（指導方法）、担当教員名、具体的な授業内容、教材、成績評価基準等を明示し、学生への

理解の浸透を図っている。シラバス作成に当たっては、看護学科教育委員会の統括の下、書式・様式等を

統一している。 

シラバスを活用して、入学時のオリエンテーションにおいてだけでなく、学期開始時に２～４年次生に

対しても履修指導を行っている。 

これらのことから、教育課程の編成の趣旨に沿って適切なシラバスが作成され、活用されていると判断

する。 

 

５－２－③ 自主学習への配慮、基礎学力不足の学生への配慮等が組織的に行われているか。 

医学科では、試験不合格の場合、追再試験を受ける機会を与えて学力を慎重に把握した上で実力不足と

判断された場合は補習授業を行わず不合格として再度履修させるシステムをとっている。基礎学力不足の

学生に対しては、クラス担任等が相談に当たっている。疾病、その他やむを得ない理由による出席時間不

足あるいは内容不足に対応する補習実習を行い、学生に学習の機会均等を保障している。自主ゼミは、上

級生の国家試験対策勉強会から教養学生の自主勉強会まで、講義室、控え室、スキルスラボや図書館等の

スペースを提供することにより、その活動を援助している。 

看護学科では、自主学習への配慮として、シラバスや授業時に参考書等を提示している。学力や学生生

活に不安を抱える学生については、担任を窓口として相談に応じている。必要時には保護者との連絡連携

を図っている。学業成績が不足する学生に対しては、教育委員会を中心に組織的に対応する体制が整えら

れている。 

これらのことから、自主学習への配慮、基礎学力不足の学生への配慮等が組織的に行われていると判断

する。 

 

５－２－④ 夜間において授業を実施している課程（夜間学部や昼夜開講制（夜間主コース））を置いている場合には、そ

の課程に在籍する学生に配慮した適切な時間割の設定等がなされ、適切な指導が行われているか。 

該当なし 

 

５－２－⑤ 通信教育を行う課程を置いている場合には、印刷教材等による授業（添削等による指導を含む。）、放送授業、

面接授業（スクーリングを含む。）若しくはメディアを利用して行う授業の実施方法が整備され、適切な指導が

行われているか。 

該当なし 

 

５－３－① 教育の目的に応じた成績評価基準や卒業認定基準が組織として策定され、学生に周知されており、これらの

基準に従って、成績評価、単位認定、卒業認定が適切に実施されているか。 

医学科、看護学科とも、授業科目履修規程に試験成績の評価として、優、良、可又は不可で表示し、優、

良、可を合格、不可を不合格とする、としている。また、医学科においては、当該科目の講義時間数の60％

以上、実習回数の70％以上の出席を定期試験受験及び単位修得の要件とし、看護学科においては、当該科

目の授業時間数の３分の２以上、臨地実習にあっては５分の４以上の出席を定期試験及び単位修得の要件
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としている。さらに、学生に提示するシラバスに全科目について成績評価基準の項目を設け明記しており、

これらの基準に従って、成績評価、単位認定、卒業認定が実施されている。これらの内容は、学生には学

期開始時にシラバスに基づいて説明を行い、周知されている。 

これらのことから、成績評価基準や卒業認定基準が組織として策定され、学生に周知されており、成績

評価、単位認定、卒業認定が適切に実施されていると判断する。 

 

５－３－② 成績評価等の正確さを担保するための措置が講じられているか。 

医学科では、卒業認定した学生の成績と単位認定した答案の資料は、事務局で保存している。また、成

績評価について学生からの個別の質問に教員が答えているが、学生部長、教育委員会に申し出ることも可

能である。 

看護学科では、成績評価は、看護学科教育委員会、看護学科教授会議によりなされている。また、成績

評価の正確性を担保する措置としては、明文化した規程等は整備されていないが、学生が直接担当教員に

申し出るか、又は教育委員長等に申し出ることが可能である。 

これらのことから、制度的整備が十分とはいえないものの、成績評価等の正確さを担保するための措置

が講じられていると判断する。 

  

＜大学院課程＞ 

５－４－① 教育の目的や授与される学位に照らして、教育課程が体系的に編成されており、授業科目の内容が、全体と

して教育課程の編成の趣旨に沿ったものになっているか。 

修士課程（医科学専攻）では、理学、薬学、工学等医学以外の大学の学部で学んだ後、医科学に高い志

向性を持ち、大学院において更に研究を深めたいと希望する学生に対して、医科学の基礎的教育を体系的

に提供し、専攻分野における研究能力の増進と高度の専門性を要する学際的展開を図り得る卓越した能力

を有する人材を養成することをその教育目標としている。この目標を達成するため、専門教育科目、専門

関連科目、共通教育科目、特別研究科目に分類して教育・指導に当たっている。 

博士課程（統合医科学専攻）では、医学部卒業者並びに医科学、薬学、農学、工学等医学隣接領域の修

士課程修了者に門戸を開け、専攻分野について研究者として自立して研究活動を行うために必要な高度の

研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことをその教育目標としている。優れた人格と高度な専門

性、そして自由な発想に基づく自律的な課題追求能力を養うことを目的とした総合コースに加え、平成20

年度からは、研究マインドを備えた腫瘍薬物内科専門医の養成を目的として、がんに特化した基幹科目を

履修し、がん診療の専門教育を受けながら密度の高い大学院教育を受ける、腫瘍薬物療法専門コースを併

設している。この２つのコースについてはそれぞれ専門領域ごとの教育課程を編成しており、総合コース

については主科目、副科目、共通領域、特別研究に、腫瘍薬物療法専門コースについては基礎科目、専門

科目、特別研究に分類して教育・指導に当たっている。 

保健看護研究科の教育課程は、健康科学を大きな柱としながら看護学を基盤とした「健康回復と看護支

援領域」及び保健学をも包括した「健康増進と看護支援領域」の２領域からなる専門科目、その専門科目

を支える共通科目より構成されている。 

共通科目では、保健看護の専門的能力、研究の基礎的能力を身に付けられる編成となっている。専門科

目では「健康回復と看護支援領域」及び「健康増進と看護支援領域」の対象特性の違いにより、それぞれ

に特論の授業科目を配置しており、さらに特別研究・演習を配置している。各領域の目標に対応した教育

編成となっている。すなわち前者は看護系資格の上にさらに質の高い理論と方法論を構築し、実際のエビ
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デンスに基づいた健康支援のできる高度な看護専門職を育成することを目指し、後者は、保健医療福祉系

出身者が看護職と連携して学際的に人々の健康レベルとＱＯＬの向上に寄与する実践能力育成を目指した

教育展開となっている。このように、学生は、希望する各領域の関心領域に応じて履修し、さらに専門領

域での特別研究・演習を履修することにより、各領域の実践能力を獲得できる構造となっている。 

これらのことから、教育課程が体系的に編成されており、授業科目の内容が、全体として教育課程の編

成の趣旨に沿ったものになっていると判断する。 

 

５－４－② 教育課程の編成又は授業科目の内容において、学生の多様なニーズ、研究成果の反映、学術の発展動向、社

会からの要請等に配慮しているか。 

大学院の授業内容は、各講座等で行われている教員の研究活動を基礎とし、学術の発展動向を反映させ

たものに改善する努力を行っている。また、大学院教育課程等の新設や科目の見直しを実施するなど、社

会からの多様な要請等へこたえる努力を続けている。 

平成 19 年度の医学研究科修士課程の新設に当たっては、医学以外の大学の学部で学んだ多様なニーズ

を持つ学生に対し、医科学の基礎的教育を体系的に提供すべく編成し、医学研究の学際的展開を遂行し得

る人材の養成を図っている。 

また、平成 20 年度には従来からの博士課程総合コースに加え、重大な社会的課題であるがん医療に重

点的に取り組むため、その担い手となる質の高い専門医及び高度職業人を養成する教育課程として腫瘍薬

物療法専門コースを４大学との連携の上で新設し、がん診療の専門教育を行いながら密度の高い大学院教

育を行うべく、がんに特化した基幹科目が履修できるよう教育課程を編成している。 

修士課程だけではなく博士課程総合コースにおいても、医学部卒業者に加え、医学隣接領域からの入学

者が履修している現実を踏まえ、すべての研究者にとって必須となる基幹的な学問分野については、講座

を横断する共通領域として開講し必修科目と位置付けている。この中には「統合医科学概論」、「医学生命

倫理学」、「医学研究方法概論」等を含めている。 

大学院の専門科目においては、全教員の各自の研究分野の特性に応じて、研究活動の成果や学術の発展

動向を授業内容に反映させている。 

保健看護研究科においては、学生の多様なニーズに対応できるよう共通科目を提供するなど、教育課程

の編成を工夫するとともに、担当教員は、医療の高度化・専門化をはじめ、高齢社会の急速な進展、疾病

構造の変化等多様な保健医療福祉ニーズや社会の要請、さらに学生の多様なニーズに対応できる教養と専

門知識・技術を備えた教育を行うために、専門分野の研究会及び学会等に所属し、最新の成果を授業内容

に反映するよう努めている。 

これらのことから、教育課程の編成又は授業科目の内容において、学生の多様なニーズ、研究成果の反

映、学術の発展動向、社会からの要請等に配慮していると判断する。 

 

５－４－③ 単位の実質化への配慮がなされているか。 

大学院中央研究室の実験動物センター、ＲＩセンター、そして研究機器センター等の共用研究施設は指

紋認証や磁気認証によるセキュリティードアシステムを導入しており、大学院生は24時間これらの実験室

を利用することができ、自由に研究活動ができる環境が整備されている。また大学院生には各自電子メー

ルアドレスが与えられ、学内ＬＡＮを通じて図書館のオンラインジャーナルやデータベースにアクセスで

きるなど、自主学習を支援する体制が整えられている。 

修士課程においては履修期間が２年と短いため、自身の実験予定と講義出席のスケジュールが立て込ん
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でくる傾向にある。そこでスケジュール調整に役立ててもらう目的で、シラバスとは別に「医学研究科（修

士課程）授業科目日程表」を作成し学生に配付している。こうした方策によって、希望講義への出席がで

きるよう支援及び指導を行うとともに、授業外自主学習・研究の促進に配慮している。 

保健看護研究科では、１年次生においては、入学式当日に、教育委員長及び担当教員による履修ガイダ

ンスを実施し、履修概要、授業概要、履修手続等の説明や助言を行っている。その後は、特別研究担当教

員を中心に、適宜履修指導を行っている。２年次生では、学年開始時に、教科ガイダンスが行われ、履修

が円滑に進むよう工夫している。また、大学院生の中には、社会人もいるため、時間割設定等を工夫し、

時間外開講等、担当教員と大学院生間で調整しながら受講しやすい体制を整えている。 

研究・学習スペースの確保やパソコンの増設等、学習環境の整備・充実、シラバスの改善等、大学院生

の自主的な学習を促す努力をしている。また、大学院生への大学からの連絡は、社会人にも配慮して、掲

示だけでなく、電子メールによる連絡も行っている。 

これらのことから、単位の実質化への配慮がなされていると判断する。 

 

５－５－① 教育の目的に照らして、講義、演習、実験、実習等の授業形態の組合せ・バランスが適切であり、それぞれ

の教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされているか。 

医学研究科修士課程では、全体で 36 科目を配置しており、それぞれの専門領域に応じて講義を７単位

以上、専門演習を２単位、セミナー・特別セミナーを２単位以上履修することになっている。加えて専門

関連科目を３単位以上履修し、さらに必修の科目を含めて共通教育科目を４単位以上履修するように設定

されている。その上で特別研究科目を12単位修得することを課程修了のための要件としている。修士課程

学生はこうした講座横断的講義と、マンツーマン指導である対話・討論的研究指導をバランスよく履修し、

修士論文の作成・審査と最終試験に臨むことになっている。 

また、医学研究科博士課程では全体で139科目を配置しており、総合コースであれば、それぞれの専門

領域に応じて主として履修する科目の中から講義６単位、演習２単位そして特講２単位、計10単位を修得

し、副として履修する科目について４単位修得、さらに共通領域から必修の４単位を含めて８単位を履修

するように設定している。この上で研究指導を受けることになる。ここでは副として履修する科目におい

て教育研究への指導・アドバイスを受けることになり、バランスよく履修した上で博士論文を作成し、そ

の審査と最終試験に向けて研究実務に励むことができるよう配慮している。 

専門科目の講義、演習、実験、実習は、少人数、対話・討論型授業形態となるものと、他コースの大学

院生や学部生と交流して行うものをバランスよく配置している。 

保健看護研究科では、社会人大学院生もいるため、時間割設定等を工夫し、時間外開講等、担当教員と

大学院生間で調整しながら受講しやすい体制を整えている。 

これらのことから、授業形態の組合せ・バランスが適切であり、教育内容に応じた適切な学習指導法の

工夫がなされていると判断する。 

 

５－５－② 教育課程の編成の趣旨に沿って適切なシラバスが作成され、活用されているか。 

医学研究科のシラバスにおける記載項目は、科目名、担当教員名、履修年次、単位数、開講時期、授業

テーマ、講義概要、特別研究（論文指導）概要等である。入学時のオリエンテーションで配付し、教育課

程の趣旨と詳細を説明する上で活用している。また、シラバスとは別に修士課程の学生には医学研究科（修

士課程）授業科目日程表を作成して配付し、大学院生の講義出席スケジュール調整に役立てている。 

保健看護研究科では、シラバスにすべての授業科目において教育目標、授業形態（指導方法）、担当教
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員名、具体的な授業内容、教材、成績評価基準等を明示し、大学院生への理解の浸透を図っている。シラ

バス作成に当たっては、教育委員会の統括の下、書式・様式等を統一している。シラバスはウェブサイト

でも公開し、入学生のみならず、学期開始時に２年次生に対しても履修指導を行っており、その際学年の

状況に対応して、シラバスを用いて指導し、円滑な履修につなげている。 

これらのことから、教育課程の編成の趣旨に沿って適切なシラバスが作成され、活用されていると判断

する。 

 

５－５－③ 夜間において授業を実施している課程（夜間大学院や教育方法の特例）を置いている場合には、その課程に

在籍する学生に配慮した適切な時間割の設定等がなされ、適切な指導が行われているか。 

該当なし 

 

５－５－④ 通信教育を行う課程を置いている場合には、印刷教材等による授業（添削等による指導を含む。）、放送授業、

面接授業（スクーリングを含む。）若しくはメディアを利用して行う授業の実施方法が整備され、適切な指導が

行われているか。 

該当なし 

 

５－６－① 教育課程の趣旨に沿った研究指導、学位論文（特定課題研究の成果を含む。）に係る指導の体制が整備され、

適切な計画に基づいて行われているか。 

医学研究科では、大学院生に対する指導に関して、まず大学院生に具体的な研究計画を考えさせ、それ

に対し各指導教員がマンツーマンに近い形で詳細に指導を行うシステムを整えている。また、大学院生は、

教育研究上有益と認められるときは、指導教員以外の教員の研究指導を受けることができる。 

保健看護研究科では、研究課題を遂行するために、基本的に研究指導を主担当教員と副担当教員２人に

より行っている。主担当教員は、特別研究の主たる指導を行い、関連領域から選ばれた副担当教員が特別

研究の支援指導を行っている。学生は研究課題を、当該領域の主担当教員と副担当教員の助言の下に決定

し、研究成果を修士論文としてまとめ、提出している。学生は、研究計画の立案、実施、論文作成等の指

導を複数の教員から受けている。 

これらのことから、教育課程の趣旨に沿った研究指導、学位論文に係る指導の体制が整備され、適切な

計画に基づいて行われていると判断する。 

 

５－６－② 研究指導、学位論文に係る指導に対する適切な取組が行われているか。 

医学研究科の各教室においては、教育課程の趣旨に沿った講義等による研究指導だけにとどまらず、

各々の大学院生が主体的に研究成果を出すことを目的とした研究指導を行っている。すなわち、研究技術

も含む種々の知識を教育するだけでなく、学位を取得し、修了時には自主的に研究を遂行し得る研究者に

まで育てることに重点を置いている。各教室により多少の差異はあるが、毎週、抄読会を開き、論文の読

み方、解釈の仕方を教育する。また、定期的にプログレスレポートとしてのセミナーを行い、研究チーム

全体で討議を行っている。日常の教育としては、まず大学院生に具体的な研究計画を考えさせ、それに対

し、各指導者が詳細に指導を行っている。論文に仕上げられるレベルにまで到達したら、大学院生に原稿

を書かせ、それに対して、指導者が逐一指導を行い、国際誌に受理される内容にまで仕上げさせている。 

保健看護研究科では、研究課題を円滑に進めるために、特別研究・特別演習科目を１年次前期から開始
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し、２年間履修させている。この間、個々の指導担当教員からの研修指導を受けながら、１年次後期に修

士論文中間発表会で発表を行い、その後の研究の方向性について示唆を得ている。なお、必要に応じ、倫

理審査委員会での研究計画の承認を受けている。２年次後期（１月）に修士論文を提出、主査１人、副査

２人による論文審査及び最終試験に合格することにより修士（保健看護）の学位が授与されている。 

また、医学研究科ではＴＡ、ＲＡを、保健看護研究科ではＴＡを採用しており、こうした活動を通じて

大学院生自身の教育研究の質の向上、能力向上等を図っている。 

これらのことから、研究指導、学位論文に係る指導に対する適切な取組が行われていると判断する。 

 

５－７－① 教育の目的に応じた成績評価基準や修了認定基準が組織として策定され、学生に周知されており、これらの

基準に従って、成績評価、単位認定、修了認定が適切に実施されているか。 

医学研究科では、博士課程は総合コースと腫瘍薬物療法専門コースがあり、前者においては主として履

修する科目として講義、演習、特講、副として履修する科目として特講・特論、共通領域（必修、選択）、

研究指導の論文完成、後者においては基礎科目（必修、選択）、選択科目（必修、選択）、研究指導の論文

完成にそれぞれ明確な単位数を定めており、また、修士課程においては専門教育科目（講義、専門演習、

セミナー、特別セミナー）、専門関連科目、共通教育科目、特別研究科目にそれぞれ細かな単位数を定めて

いる。これらの教育の目的に応じて、成績評価基準や修了認定基準は、大学院学則や授業科目履修規程で

定められ、シラバス及び研究部長によるガイダンス等により学生に周知されている。 

保健看護研究科では、共通科目、専門科目、特別研究、専門演習の計 30 単位以上を修得し、学位論文

を提出、最終審査に合格することを修了要件としている。これらは、大学院学則、授業科目履修規程及び

学位規程により定められており、シラバスに掲載され、学生に周知されている。 

成績評価、単位認定、修了認定については、教育委員会、教授会での審議を経て認定されている。 

これらのことから、成績評価基準や修了認定基準が組織として策定され、学生に周知されており、成績

評価、単位認定、修了認定が適切に実施されていると判断する。 

 

５－７－② 学位論文に係る評価基準が組織として策定され、学生に周知されており、適切な審査体制が整備されている

か。 

学位論文に係る申請手続及び申請基準は、学位規程に明確に記載され、学生に周知されている。 

医学研究科における学位審査手続の流れとして、大学院生と大学院の課程を経ない者に分かれるが、後

者は外国語試験に合格することが義務付けられている。いずれの場合も和文誌及びインパクトファクター

0.1未満の英文誌への投稿論文と、インパクトファクター0.1以上の英文誌への投稿論文によって異なるプ

ロセスを踏んでいる。和文誌及びインパクトファクター0.1 未満の英文誌への論文投稿の場合は、予備審

査として医学系研究委員会で予備審査委員を選定し、当該委員会での審査、評価を基に論文投稿可能となっ

た段階で論文投稿が行われる。その後は、インパクトファクター0.1 以上の英文誌への論文投稿の場合と

同様に、雑誌編集部での論文が受理、印刷となった場合に学位授与の申請が始まり、資格審査、第１回本

審査が行われる。学位申請論文と認めた場合に学術集談会が行われ、口頭での発表とその後の審査委員に

よる最終試験、学力確認が行われている。これに合格した者は第２回本審査として医学研究科教授会議に

おいて無記名投票によって合否が決定されている。審査に当たっては、事前に論文審査内容についての資

料が配付されており、十分な時間と資料公開によって厳格な審査が行われている。 

保健看護研究科では、審査委員の選出方法、学位授与過程等は、内規や細則等で定められ、最終的には

研究科教授会議で議決する体制となっている。これらの規程についてはシラバスに掲載され、大学院生に
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周知されている。なお、修士論文の合否判定は、審査会において、論文の内容を発表し、それに基づき主

査１人、副査２人で構成される審査委員会での審議を経て、最終的には保健看護研究科教授会議にて行わ

れている。 

これらのことから、学位論文に係る評価基準が組織として策定され、学生に周知されており、適切な審

査体制が整備されていると判断する。 

 

５－７－③ 成績評価等の正確さを担保するための措置が講じられているか。 

当該大学における成績評価については、学位論文の第１回本審査における審査会審査員の選定や、第２

回本審査の教授会議での全教授の投票による審査に見られるように、可能な限り客観性を担保した方法に

より実施している。また、現状では大学院生本人からの申立て制度等について明文化した規程等は整備さ

れていないが、大学院生が直接担当教員に申し出るか、又は研究部長等に申し出ることも可能にしている。 

これらのことから、成績評価等の正確さを担保するための措置が講じられていると判断する。 

 

＜専門職学位課程＞ 

 該当なし 

 

以上の内容を総合し、「基準５を満たしている。」と判断する。 

 

【優れた点】 

○ 看護学科では、基本的な看護実践能力の修得を目的として、スキルスラボを利用した自己学習の推

進と、ＯＳＣＥによる評価を取り入れている。 

○ 平成 18 年度文部科学省現代ＧＰに採択された「大学・地域一体型チーム地域医療教育－医学・看

護学教育を通じた地域医療サービスの向上－」において、医学科、看護学科の学生が共に病院実習を

体験し、地域医療の必要性を認識できる取組を実施している。この支援期間の終了後も、参加学生数

を拡大して取組を継続している。   

○ 平成 21 年度文部科学省「看護職キャリアシステム構築プラン」に採択された「循環型教育システ

ムによる看護師育成プラン」においては、看護学科と附属病院看護部が連携し、看護学科４年次生か

ら看護師３年目までの４年間の継続した包括的育成プログラムを展開している。 

○ 平成 20 年度文部科学省「戦略的大学連携支援事業」に採択された「京都発国公私立大学ヘルスサ

イエンス系共同大学院の創設と総合的連携による大学力強化」においては、京都府立大学や京都工芸

繊維大学とも連携し、３大学連携による単位互換を実施し、今後の３大学の教養教育共同化に向けた

学生教育のネットワークの拡充や遠隔授業等の導入に向けた整備が進められている。 

 

【更なる向上が期待される点】 

○ 医学科の「臨床実習実施要領」には遵守事項や評価基準等が適切に示されており、成績評価に有効

活用されることが期待される。 
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【評価結果】 

基準６を満たしている。 

 

（評価結果の根拠・理由） 

６－１－① 学生が身に付ける学力、資質・能力や養成しようとする人材像等に照らして、その達成状況を検証・評価す

るための適切な取組が行われているか。 

医学科においては医学部教育委員会を中心とした関係委員会が、進級判定、卒業判定、全国共通ＯＳＣＥ

及びＣＢＴ等の実施及び検証を行っている。また、学生の修学状況についても、各学生の成績状況を把握

し、必要があれば学生に教員がアドバイスするなどきめ細かい配慮を行っている。最終的には、医師及び

看護師などの国家試験の結果と就職状況等に基づいて、学生の達成状況を検証・評価している。 

なお、看護学科では、平成 19 年度に看護実践能力育成プロジェクトを立ち上げ、卒業時・卒業後の経

年的な看護実践能力調査を実施し、その結果を学士課程教育に反映できるようにしている。 

医学研究科では、学位論文の審査をより厳格かつ迅速な方法に改善し、研究委員会が中心となり、大学

院生の質や研究教育成果について検証するために大学院生が執筆、投稿を行った雑誌掲載論文数を調査し

ている。また、同委員会は、大学院の教育の成果及び効果の検証・評価を目的として、進路に関する動向

調査を行っている。 

同様に、保健看護研究科においても、修了生の進路調査を実施している。 

これらのことから、学生が身に付ける学力、資質・能力や養成しようとする人材像等に照らして、その

達成状況を検証・評価するための適切な取組が行われていると判断する。 

 

６－１－② 各学年や卒業（修了）時等において学生が身に付ける学力や資質・能力について、単位修得、進級、卒業（修

了）の状況、資格取得の状況等から、あるいは卒業（学位）論文等の内容・水準から判断して、教育の成果や

効果が上がっているか。 

学生の単位修得、進級の状況は順調であり、入学生数に対する標準修業年限内卒業率においても、平成

21年度で医学科80％、看護学科93.3％である。また、医師国家試験の平成21年度の合格率は90.9％と全

国平均（89.2％）を上回る水準にある。看護学科の資格取得状況は、平成21年度の国家試験合格率で、看

護師98.7％、保健師98.9％、助産師100％であり、それぞれの全国平均（看護師89.5％、保健師86.6％、

助産師83.1％）をいずれも上回る水準にある。 

平成 15～18 年度に医学研究科博士課程に入学した者のうち、標準修業年限内に修了した者の割合は

40.3％、平成 22 年６月現在、学位を取得した者の割合は 63.7％である。また、医学研究科博士課程にお

ける論文発表数は、平成18年度が245件、平成19年度が231件、平成20年度が216件で、同じく学会発

表数は、平成18年度が681回、平成19年度が659回、平成20年度が628回である。平成22年３月に医

学研究科修士課程を標準修業年限内で修了した者の割合は88.9％である。 

保健看護研究科修士課程の標準修業年限内での学位取得率は、平成19年度入学者が80％、平成20年度

入学者が66.7％である。 

基準６ 教育の成果 

６－１ 教育の目的において意図している、学生が身に付ける学力、資質・能力や養成しようとする人

材像等に照らして、教育の成果や効果が上がっていること。 
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これらのことから、教育の成果や効果が上がっていると判断する。 

 

６－１－③ 授業評価等、学生からの意見聴取の結果から判断して、教育の成果や効果が上がっているか。 

医学科では、学生による授業評価として10 項目についての５段階評価と自由記述による評価を平成 17

年度から実施しており、平成20年度に実施した授業ごとの評価の総合点を平均した数値は、５段階評価で

4.35となっている。 

看護学科では、学生による授業評価を平成21年度から導入しており、平成21年度実施（前期分）の授

業の総合点を平均した数値は、５段階評価で4.10となっている。これらの結果から、学生は授業に対し高

い満足度を示していることがうかがえる。しかし、医学科での授業評価を実施した授業は一部（約50％）

にとどまっており、また、看護学科での学生による授業評価は始まったばかりである。 

なお、医学科と看護学科が合同で、平成 18 年度から取り組んでいる文部科学省現代ＧＰ「大学・地域

一体型チーム地域医療教育－医学・看護学教育を通じた地域医療サービスの向上－」に関して、地域滞在

実習に参加した学生のアンケートによれば、約65％の学生が「非常に有用であった」、約80％の学生が「と

ても満足であった」と回答している。 

これらのことから、授業評価等、学生の意見聴取が十分に行われているとはいえないものの、教育の成

果や効果が上がっていると判断する。 

 

６－１－④ 教育の目的で意図している養成しようとする人材像等について、就職や進学といった卒業（修了）後の進路

の状況等の実績や成果について定量的な面も含めて判断して、教育の成果や効果が上がっているか。 

学士課程卒業生の就職先については、ほとんどが取得した医師、看護師、保健師、助産師の資格を活か

した医療機関や研究機関へ就職しており、就職率は例年90％を超えている。 

 医学研究科について修了後の進路を見ると、平成19年度に設置された修士課程の最初の修了生９人のう

ち２人が医学研究科博士課程に進学し、１人がプロジェクト研究員として、またもう１人が研修員として

当該大学にとどまっており、合わせて４人が研究を継続している。他方で企業に就職又は戻った者も４人

を数え、残る１人は公的病院薬剤部に就職している。このように、新設された修士課程の最初の修了生全

員が進学又は就職しており、研究者及び専門的職業人の養成を目的とした修士課程の設置理念に適うもの

である。 

博士課程の修了生等の進路については、毎年３～４人（５～８％）が当該大学又は他大学の教員として、

40～73人（75～85％）が関連病院医師として働いている。また、医師免許を保有しない他の修了生につい

ても、医学博士保有者として毎年１人程度（約２％）が民間企業の研究部門に就職している。 

保健看護研究科の平成 21 年度修了生５人の進路先は、大学教員３人、管理栄養士１人、保健師１人で

ある。 

これらのことから、教育の成果や効果が上がっていると判断する。 

 

６－１－⑤ 卒業（修了）生や、就職先等の関係者からの意見聴取の結果から判断して、教育の成果や効果が上がってい

るか。 

医学科では卒業生や就職先等の関係者からの意見聴取及びその結果の集計を組織的には実施していな

いものの、卒業生から「臨床医師として京都府を中心に活躍しており（府医師会員4,227人のうち、約30％

が当該大学出身者（平成17年７月現在））、地域医療に大きく貢献している」と評価する声が寄せられてい
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る。 

看護学科では、看護実践能力育成プロジェクトにより卒業時・卒業後の経年的な看護実践能力調査を実

施しているが、「大学で学んだ内容は実践で役に立っている」という回答が多い。また、多くの卒業生が就

職する医療機関との情報交換を実施しているが、それによると当該大学の卒業生は就職後２～３年後に際

立った成長をするという評価を得ている。 

医学研究科の修了生からの意見聴取の結果は肯定的な内容が多いが、他方で、医師免許を保有して博士

課程に進学した修了生からは「近年の地域医療崩壊の影響を受け、医師としてときには医師不足に対する

支援も行うこともあり、必ずしも４年間の博士課程期間を通して、研究に没頭できない」という声もある。 

また、医師免許を保有する修了生の主要な就職先である医療機関で設置された関係病院等協議会では、毎

年優れた臨床研究の成果を上げた医師を表彰する事業を実施しているが、表彰を受けた医師の多くは当該

大学の博士課程の修了生である。 

保健看護研究科については、修了生の意見聴取によると、学んだ内容が役立っているとしている意見が

多い。 

これらのことから、卒業（修了）生や就職先等の関係者から組織的な意見聴取が行われているとはいい

難いものの、教育の成果や効果が上がっていると判断する。 

 

以上の内容を総合し、「基準６を満たしている。」と判断する。 

 

【改善を要する点】 

○ 卒業（修了）生に関する教育効果等の調査については、個別に実施している事例があるものの、体

系的・組織的な調査が不十分である。 

 



京都府立医科大学 

 

2-(17)-32 

 

【評価結果】 

基準７を満たしている。 

 

（評価結果の根拠・理由） 

７－１－① 授業科目や専門、専攻の選択の際のガイダンスが適切に実施されているか。 

医学科では、新入生に対して入学式の後に２日間の全体オリエンテーションにおいて、履修指導、学内

施設の利用法、課外活動等についての一般的な説明を行い、大学生としての基本的な日常生活の注意点の

指導も行っている。さらに６年間の教育課程を概観し医療現場に触れさせるため、新入生を内科、外科系

の各教室に配属して、適宜学内見学、スタッフとの懇談を行っている。また、毎年４月に学長、病院長等

による専門教育ガイダンスも行っている。また、在学生に対しても、総合講義の注意事項、臨床実習や電

子カルテの取扱説明、薬物乱用防止等のオリエンテーションを実施している。 

看護学科では、新入生に対して教員及び事務職員が学生便覧、シラバス等を用いて教育課程の概要、単

位修得、履修手続、附属図書館等に関する説明や生活指導を行っている。在学生に対しても履修科目の概

要、単位修得、履修手続等に関する説明や生活指導を各学期に行っている。これとは別に、「助産学」の選

択希望学生に対しては、２年次生の後期にガイダンスを実施している。 

医学研究科では、入学式当日に新入生を対象にしたオリエンテーションを、また在学生に対しては年度

はじめに同様のガイダンスを実施している。これらのオリエンテーション及びガイダンスにおいては、教

員や事務担当者から学生便覧、シラバス等を用いて、授業科目の履修方法及び必要単位数、研究・実験等

に関する事項、大学院生研究費や奨学金、休学、退学等の手続や各種証明手続等について説明を行ってい

る。さらに、主たる担当教員が個別に授業科目の履修に関して説明し、専門、専攻の選択について指導し

ている。 

保健看護研究科においても同様のガイダンスを行っており、１年次生においては、入学式当日に、教育

委員長及び担当教員による履修ガイダンスを実施し、履修概要、授業概要、履修手続等の説明や助言を行っ

ている。その後は、特別研究担当教員を中心に適宜履修指導を行っている。２年次生では、学年開始時に、

教科ガイダンスが行われ、履修が円滑に進むよう工夫している。特に新入生に対しては、入学後の研究が

円滑に行えるように研究指導教員が学生の準備状況を把握した上で、指導を行っている。 

これらのことから、ガイダンスが適切に実施されていると判断する。 

 

７－１－② 学習支援に関する学生のニーズが適切に把握されており、学習相談、助言、支援が適切に行われているか。

学部においては、学生の学習相談をはじめ、生活上の相談、病気、長期欠席等について、面談や電子メー

ルで気軽に相談できる体制をとっている。 

医学科では、すべての年次にクラス担任として教授を配置し「よろず相談」を行うとともに、６年次に

基準７ 学生支援等 

７－１ 学習を進める上での履修指導が適切に行われていること。また、学生相談・助言体制等の学習

支援が適切に行われていること。 

７－２ 学生の自主的学習を支援する環境が整備され、機能していること。また、学生の活動に対する

支援が適切に行われていること。 

７－３ 学生の生活や就職、経済面での援助等に関する相談・助言、支援が適切に行われていること。
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おいては学生４～５人につき１人の担当教員を置き、各授業科目の担当教員と連携しつつ、学生に対して

集団及び個別の修学指導や相談を行うとともに、学生の長期欠席、休学、退学等の相談・助言を行ってい

る。なお、教養教育における物理、化学、生物は専門教育での医学教育の基盤を形成する科目であるが、

学生の高等学校時の履修状況に偏りが見られることから、いわゆる「学力低下問題」と併せて、今後学生

一人一人の学力に応じたきめ細かい学習支援を一層進めていくこととしている。 

看護学科においては、学習に関する学生のニーズを把握するために学年ごとに学生代表者を決めており、

担任又は教育委員長に意見を申し出るものとしている。また、学習相談や助言に対する窓口として、各学

年に主担任教授１人と副担任教員２人の計３人を配置し、１年次生から同じ教員が担任として継続的に学

生をサポートしている。 

大学院においては、主たる指導教員と日々の直接指導、電子メール等により授業や研究に関する相談・

助言を行っている。また、医学研究科ではオフィスアワーの定着を目指している。 

これらのことから、学習支援に関する学生のニーズが適切に把握されており、学習相談、助言、支援が

適切に行われていると判断する。 

 

７－１－③ 通信教育を行う課程を置いている場合には、そのための学習支援、教育相談が適切に行われているか。 

該当なし 

 

７－１－④ 特別な支援を行うことが必要と考えられる学生への学習支援を適切に行うことのできる状況にあるか。また、

必要に応じて学習支援が行われているか。 

医学科では、留年生にはクラス担任が相談や指導に当たっているほか、病欠等による長期欠席者に対し

ては学生部長が緊密に連絡をとるなど復帰を支援する体制をとっている。また医師国家試験不合格者に対

しては、担当教授を決め、修学指導や病院実習の斡旋等を行っている。 

看護学科では、けがや妊娠等による長期休業等特別な支援が必要な場合は、担任教員を中心に個別に対

応している。 

医学研究科では、平成 21 年度は、修士課程には１人、博士課程には９人の外国人留学生が在籍してお

り、主科目担当教授や共同研究者が、個別に相談や助言を行っている。 

保健看護研究科では、社会人の修学に関しては、授業や研究指導は学生の希望に沿う形で組み入れるよ

う入学の時点で時間割を作成している。妊娠等による長期休業等特別な支援が必要な場合は、指導教員を

中心に個別に対応している。 

障害のある学生は現在在籍していないが、主要な建物において、エレベーター、玄関スロープ、車いす

トイレ、自動ドア等を設置している。 

これらのことから、特別な支援を行うことが必要と考えられる学生への学習支援を適切に行うことので

きる状況にあり、また、必要に応じて学習支援が行われていると判断する。 

 

７－２－① 自主的学習環境が十分に整備され、効果的に利用されているか。 

当該大学には伝統的に実習の班別に勉強会を行う習慣があり、学生の自主的な勉強会や演習等のための

スペースとして、講義室、演習室、実習室、情報処理室、討議室等を簡単な届け出により使用できること

としており、学生が日常的に活用している。 

医学研究科の学生の自主的な研究環境としては大学院中央研究室が主な施設である。また、所属学生の
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多い一部の臨床系教室を除き、学生の所属する教室や実験室においては、学生のための机、椅子、書棚等

の自習スペースが用意されており、各自電子メールアドレスが与えられ、学内ＬＡＮを通じて図書館のオ

ンラインジャーナルやデータベースにアクセスできるなど、自主学習を支援する体制が整えられている。

ただ、附属病院という府民への施設が中核的位置付けを占めていることもあり、特に医師免許を保有する

博士課程の学生については、附属病院での診療体制に組み込まれている実態の中で、自主的学習という面

では幾分不利な状況にある。 

保健看護研究科においては、学生の自習室、情報機器を整備し、自主学習環境の整備を図っている。 

また、医科教育のための施設としてスキルスラボの整備充実を図っており、臨床実習用の模型や縫合練

習機器などを設置して、広く学生の臨床実習に関する自主的学習の使用に供している。スキルスラボは、

平成19年度に設置、平成21年度に配備機器を大幅に増設し、教員がついた実習や個人の練習目的で利用

されている。 

これらのことから、自主的学習環境が十分に整備され、効果的に利用されていると判断する。 

 

７－２－② 学生のサークル活動や自治活動等の課外活動が円滑に行われるよう支援が適切に行われているか。 

学生のサークルは、体育系25、文科系14団体が登録されている。学生のサークル加入率は約90％と高

く、活動は活発であり、西日本医科学生総合体育大会での優勝種目も多い。課外活動において傑出した成

績を上げた学生を表彰する目的で「橘賞」を設けているが、平成21年度は国体入賞、音楽コンテスト第１

位等の成績を上げた学生７組を表彰した。 

また、学生の交流やサークル活動の活性化のため東京慈恵会医科大学と毎年、交流戦を開催するととも

に、体育部の使用備品等、西日本医科学生総合体育大会参加費、文化祭（トリアス祭）の開催等に要する

経費に対し補助金を支出するなどして活動を支援している。体育系の練習施設は必ずしも広くなく老朽化

が進むなどの課題もあるが、グラウンド２か所、体育館２か所、テニスコート、弓道場を保有するととも

に、必要な施設を他大学等から借用して近隣に確保しており、サークル等が定期的に使用できるようにし

ている。 

花園、河原町、広小路の各キャンパスにクラブボックスを整備し、サークルに貸与している。 

これらのことから、課外活動が円滑に行われるよう支援が適切に行われていると判断する。 

 

７－３－① 生活支援等に関する学生のニーズが適切に把握されており、健康、生活、進路、各種ハラスメント等に関す

る相談・助言体制が整備され、適切に行われているか。 

学生のニーズについては、日常的な教員との接触や学長と新入生との懇談等を通じて、担当組織である

学生部長・学生課等がこれらを把握するよう努めている。また、学生の生活等に関して、担任教授による

「よろず相談」や「学生相談コーナー」等の相談体制を整えており、心の悩み、精神面の健康についての

相談は大学指定のカウンセラー（精神科医）が選任されている。担任教授及びカウンセラーは学生部長と

連携しながら対応している。また、各種ハラスメントに対しては、クラス担任教授やカウンセラーのほか

に、教員５人のハラスメント相談員を任命し、学生便覧に掲載するなどして学生に公表し相談を受けてい

る。 

健康面では、毎年５月に健康診断を実施しており、未受診者は臨床実習に参加させないなど徹底を図っ

ている。また、附属病院救急室内に保健室を設置し、附属病院と十分な連携をとって学生の急病等に備え

ている。 

また、授業中や課外活動中の災害事故補償のため「学生教育研究災害傷害保険｣には入学時に全員加入
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させており、１年次の「医学概論実習」や５～６年次の「臨床実習」に当たっては、「学生賠償責任保険」

への加入を指導している。 

進路相談については、医学教育の特殊性もあり、医学科等における医師としての進路についての相談は

日常的に担任教員等が応じており、結果としてほとんどの卒業生を医師として着実に送り出している。看

護学科においては、学内に進路支援ブースを置き、就職・進学の資料配布など情報提供を行っている。大

学院についても同様であるが、医学研究科修士課程については、企業等への就職を希望する学生について

学生個々の自主性に任せているのが実情である。 

これらのことから、生活支援等に関する学生のニーズが適切に把握されており、健康等に関する相談・

助言体制が整備され、おおむね適切に行われていると判断する。 

 

７－３－② 特別な支援を行うことが必要と考えられる学生への生活支援等を適切に行うことのできる状況にあるか。ま

た、必要に応じて生活支援等が行われているか。 

平成22年度現在、学部には、留学生及び障害のある者は在籍していないが、学部及び大学院を通じて、

留学生や生活に困窮する学生に対する授業料等の減免、奨学金の斡旋等を行う制度は整備している。 

看護学科では、若年性糖尿病、てんかん、バセドウ病等の慢性的な疾患のある学生に対しては、担任教

員を中心として生活指導を行っている。特に３年次後期からの臨地実習に際しては、担任と各実習担当教

員への情報交換を行い、適切な支援が行われるように配慮している。 

医学研究科においては、平成 21 年度では、修士課程には１人、博士課程には９人の外国人留学生が在

籍しており、主科目担当教授や共同研究者が英語による相談や助言を行っている。各種ハラスメントにつ

いても、英語での相談に応じている。精神的な相談にも校医として、学外精神科クリニックにおいて英語

を用いて、カウンセリングに応じている。また、私費外国人留学生に対しては、授業料の減免等に関する

取扱い要項を定め、これに沿って授業料の減免を行っている。保健看護研究科では、妊娠や育児中の学生

に関しては各研究指導教員が個別に対応している。 

これらのことから、特別な支援を行うことが必要と考えられる学生への生活支援等を適切に行うことの

できる状況にあり、また、必要に応じて生活支援等が行われていると判断する。 

 

７－３－③ 学生の経済面の援助が適切に行われているか。 

経済的に困窮している学生で学業成績が良好と認められる者を対象に、授業料、入学料等の減免等を

行っている。徴収すべき授業料等全体に占める免除額の割合は平成13年度までは２％超、平成14～20年

度までは１％台、平成21年度は再び２％超に転じた。また大学院においては、私費外国人留学生に対して

授業料の減免等を行っている。 

日本学生支援機構の奨学金制度の利用については、平成 21 年度では、医学科第一種 56 件、第二種 85

件、看護学科第一種55件、第二種95件、大学院第一種13件、第二種12件の合計316件である。このほ

かにも民間団体等による奨学金について、適宜、大学に募集案内のあるものについて掲示をし、周知を図っ

ている。 

大学院では、ＴＡ及びＲＡ制度を設けており、大学院学生の研究・教育能力の向上を図りながら、学生

の経済的支援に役立てている。 

これらのことから、学生の経済面の援助が適切に行われていると判断する。 

 

以上の内容を総合し、「基準７を満たしている。」と判断する。
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【評価結果】 

基準８を満たしている。 

 

（評価結果の根拠・理由） 

８－１－① 大学において編成された教育研究組織の運営及び教育課程の実現にふさわしい施設・設備が整備され、有効

に活用されているか。また、施設・設備のバリアフリー化への配慮がなされているか。 

当該大学は、河原町地区、広小路地区、花園地区と３つの主要キャンパスを有し、その校地面積は河原

町地区が42,562㎡、広小路地区が11,136㎡、花園地区が9,466㎡である。また、各地区の校舎等の施設

面積は、計116,843㎡であり、大学設置基準に定められた必要校地・校舎面積以上が確保されている。 

３つのキャンパスには、講義室31室、演習室22室、実験実習室として、家庭看護実習室、情報科学実

習室、自然科学実習室等25室、情報処理学習施設５室、語学学習施設１室を設置している。このうち、基

礎医学学舎に設置されている大学院中央研究室は、実験動物センター、ＲＩセンター、研究機器センター、

共同研究プロジェクトセンターの４センターとゲノム等７部門及びコンピュータ室で構成され、先端的研

究機器や研究の基盤を提供する設備・機器を整備しており、当該大学の実験・研究の中核的役割を果たす

とともに、大学院生等若手研究者に対する教育・実習の場として活用されている。図書館、グラウンド、

体育館等の施設も整備されており、また、医学教育に必要な附属施設としての附属病院は平成23年度に完

成予定の外来診療棟を最後に一連の整備工事が終了する予定である。 

また、バリアフリー化については、河原町キャンパスの基礎医学学舎、臨床医学学舎、臨床講義棟、広

小路キャンパスの附属図書館・合同講義棟及び看護学舎等主要な建物において、エレベーター、玄関スロー

プ、車いすトイレ、自動ドアを設置している。現在工事中である河原町キャンパスの新外来診療棟完成時

（平成23年９月予定）には、花園キャンパスを除き、すべての施設がバリアフリー化される予定である。 

各校舎等施設のうち、花園キャンパス本館及び体育館（河原町キャンパス、花園キャンパスとも）は耐

震基準を満たしていない。なお、花園キャンパス本館については、その代替施設である京都工芸繊維大学・

京都府立大学との「教養教育共同化施設（仮称）」が、平成26年３月に供用開始予定であるので、この問

題は解消する予定である。 

これらのことから、大学において編成された教育研究組織の運営及び教育課程の実現にふさわしい施

設・設備が整備され、有効に活用されており、また、バリアフリー化への配慮がなされていると判断する。 

 

８－１－② 大学において編成された教育課程の遂行に必要なＩＣＴ環境が整備され、有効に活用されているか。 

当該大学の情報ネットワークは、平成22年１月に新設された情報科学実習室（端末数112台）、学生が

自習の用に供するために共用できるコンピュータ室（端末数28台）、図書館（端末数５台）、その他（端末

数95台）をはじめ、各研究室・演習室等からWindowsやMacintosh等のパソコンの機種・ソフトにかかわ

らず電子メールや情報の共有化等が可能な環境を整備するとともに、京都デジタル疏水ネットワークで接

基準８ 施設・設備 

８－１ 大学において編成された教育研究組織及び教育課程に対応した施設・設備が整備され、有効に

活用されていること。 

８－２ 大学において編成された教育研究組織及び教育課程に応じて、図書館が整備されており、図書、

学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料が系統的に収集、整理されていること。 
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続され、環境が整備されている病院では、派遣されている教員が学内ＬＡＮを利用できる。 

学内ＬＡＮについては、教職員・学生等約4,400人が、電子メール、ウェブサイト、データベースなど

を常時利用できるよう整備されている。 

コンピュータ室は、授業の空き時間のほか、平日 20 時まで学生に開放しており、利用時間や機器の使

用方法・注意事項等の利用に係る諸事項や、情報ネットワークの利用に係るセキュリティ管理をはじめと

した諸事項は、学内ウェブサイトのコンピュータ室専用ウェブサイトに掲載されるとともに、常時１人の

職員が電話・電子メールでの問い合わせに対応している。 

一方、大学の事務職員は、主として京都府の行政事務支援システム端末としてパソコンを利用しており、

法人財務システムや人事システム等もこのネットワークを活用している。 

また、平成 20 年度文部科学省「戦略的大学連携支援事業」に採択された「京都発国公私立大学ヘルス

サイエンス系共同大学院の創設と総合的連携による大学力強化」により、京都府立大学や京都工芸繊維大

学とも連携し、教養教育共同化に向けた学生教育のネットワークの拡充や遠隔授業等の導入に向けた整備

が進められている。これにより、将来的には学生が無線ＬＡＮ等によりどこからでもインターネットにア

クセスできる体制が整備されるとともに遠隔授業の環境も整備されることから、学生のＩＣＴ環境はさら

に向上する予定である。 

さらに、今後は情報システムを統括する「総合情報センター（仮称）」を設置して、総合的な視点でＩＣＴ

戦略を進めていくこととしている。 

これらのことから、大学において編成された教育課程の遂行に必要なＩＣＴ環境が整備され、有効に活

用されていると判断する。 

 

８－１－③ 施設・設備の運用に関する方針が明確に規定され、大学の構成員（教職員及び学生）に周知されているか。

各施設・設備の利用については、それぞれ利用規程等を整備しており、附属図書館の利用等広く学生利

用に供するものについては、入学時のオリエンテーションにおいて説明するほか、学内ウェブサイト及び

学生便覧により周知を図っている。 

これらのことから、施設・設備の運用に関する方針が明確に規定され、大学の構成員に周知されている

と判断する。 

 

８－２－① 図書館が整備され、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料が系統的に収集、整理され

ており、有効に活用されているか。 

附属図書館は、地下１階（２層）、地上２階の構造で、館内には、第１～３閲覧室（閲覧席219席）、デー

タベースを利用するための情報検索室、学生のグループ学習に利用されるセミナー室、視聴覚教材が活用

できるＡＶルーム、研究者用の個人閲覧室（５室）のほか、視聴覚室、展示コーナー、ブラウジングルー

ム、貴重書庫等がある。資料は、貴重書庫内を除いてすべて開架方式である。 

図書資料の整備方針は、医学・看護学分野に必要な図書、学術雑誌（電子ジャーナルを含む）等を収集・

整備し、利用者へ提供しており、大学予算、科学研究費補助金間接経費、教室拠出金等によって予算を確

保し、図書館運営協議会で整備方針・内容を協議の上、整備を行っている。図書については、大学教育と

の連携を図るため、シラバスとの連動、教室への基本図書推薦依頼、学生への要望受付等の方法により、

選書・収集を進めている。 

学術雑誌については、教室へのアンケート調査により研究者のニーズを把握し、ニーズを踏まえた学術

雑誌の維持・拡大に努めている。また、海外学術雑誌の冊子体から電子体への急速な移行に伴い、冊子体
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との重複を避け、電子ジャーナルへの移行を進めているところである。 

平成22年４月１日現在、附属図書館の蔵書数（視聴覚資料を含む）は277,198冊（和書156,738冊、洋

書120,460冊）、所蔵雑誌（冊子体）の種類は7,855種、うちカレント誌は863種である。また、約7,000

タイトルの電子ジャーナルを閲覧することができる。 

開館時間は、平日が９時から21時、土曜日は10時から18時、平成21年度の開館日数は291日、入館

者数は79,627人、貸出人数は6,210人、貸出冊数は11,022冊である。貸出人数、貸出冊数に占める学生

の割合は７割前後である。 

一方、研究者については、学内ＬＡＮにより、研究室等から 24 時間いつでも図書館の提供するデータ

ベースを検索し、資料そのものを読むことが可能であるため、非来館型での利用が増えている。平成 20

年度の電子ジャーナルアクセス件数は128,950件で、毎年アクセス件数は大きく伸びている。 

こうした利用状況の変化に即して、附属図書館では、平成 21 年１月の図書館システム更新に合わせ、

電子ジャーナル検索機能や一次文献へのアクセス機能を高めるツール（リンクリゾルバ）を導入した。ま

た、学部学生（医学科２～４年次、看護学科１～３年次）に対する図書館利用法の指導を段階的にきめ細

かく行うとともに、情報検索法や各種検索テータベース利用法等の講習会･説明会を随時実施している。 

附属図書館は、明治23年11月に、療病院内の書籍室として発足、長い歴史を有しており、外国人医師

の講義録など、明治期医学関係の貴重な資料を多数所蔵している。これらの資料は、展示コーナーでの常

設展示や、デジタルアーカイブ化してウェブサイトで公開するなどの方法で、府民に公開されている。 

また、京都府内の地域医療を支える大学の図書館として、関係病院に勤務する医師、医療従事者の研究・

診療支援を目的に、財団法人京都府医学振興会と連携して、図書館が所蔵する学術情報を提供したり、必

要文献の所蔵館調査や取り寄せを行う事業が実施されている。 

なお、教養教育を行う花園キャンパスの図書室は、蔵書17,371冊、閲覧席38席を有し、月曜日から金

曜日の９時から17時まで開室しており、自主学習の場として活発に利用されている。 

これらのことから、図書館が整備され、教育研究上必要な資料が系統的に収集、整理されており、有効

に活用されていると判断する。 

 

以上の内容を総合し、「基準８を満たしている。」と判断する。 
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【評価結果】 

基準９を満たしている。 

 

（評価結果の根拠・理由） 

９－１－① 教育の状況について、活動の実態を示すデータや資料を適切に収集し、蓄積しているか。 

当該大学の教育に関する基礎的データについては、京都府公立大学法人文書分類・文書保存に関する要

綱に基づき、教育活動の実態を示す講義等の時間割、シラバス、定期試験日程、講義・演習の成績、学生

の単位修得状況等のデータや資料を、学生部長の下に学生課が担当窓口として（医学研究科は研究部長の

下に研究支援室が）体系的に収集し、毎年蓄積している。 

これらのデータや資料は、教育の質の向上等について審議する関係委員会等の基礎データや自己点検・

評価の資料等として活用している。 

これらのことから、教育の状況について、活動の実態を示すデータや資料を適切に収集し、蓄積してい

ると判断する。 

 

９－１－② 大学の構成員（教職員及び学生）の意見の聴取が行われており、教育の質の向上、改善に向けて具体的かつ

継続的に適切な形で活かされているか。 

医学科では、学生からの授業評価を平成 17 年度から実施しており、教員に結果をフィードバックする

ことにより教育内容の充実、教育方法の改善を図っている。その内容は、授業担当教員の講義技術・内容

や講義の理解度等５段階の評価を10項目と自由記述２項目の合計12項目を設定している。しかし、授業

評価を実際に実施した授業数が近年少なかった（平成21年度における実施率は約50％）ことから、今後、

実施授業数の増加を図ることとしている。 

看護学科では、平成 21 年度から学生による授業評価アンケートを試行し、その結果を教員にフィード

バックする準備を進めている。平成22年度以降は非常勤講師や医学科兼任教員も含め完全実施を目指して

いる。 

また、看護実践能力プロジェクトによる卒業時及び卒後の看護実践能力の修得状況の継続的な調査結果

を基に、卒業時の看護実践能力の到達目標の明確化・共有化とその評価方法について検討を進めている。 

このほか、学生の意見については、少人数・対面ゼミ形式や研究指導の機会に、その都度学生からの要

望や意見を直接汲み取っている。 

教員からの意見は、重要な課題について開催する教授懇談会、定例的に行われる教授会、ファカルティ・

ディベロップメント（以下「ＦＤ」という。）等を通して聴取されており、これらを教育改善等に反映させ

ている。 

学生や教員からの意見聴取の結果、改善された事例としては、医学科における実習設備の購入、看護学

科における基礎・成人・母性・老人等各看護領域における指導強化、４年次生の選択科目として演習科目

基準９ 教育の質の向上及び改善のためのシステム 

９－１ 教育の状況について点検・評価し、その結果に基づいて改善・向上を図るための体制が整備さ

れ、取組が行われており、機能していること。 

９－２ 教員、教育支援者及び教育補助者に対する研修等、その資質の向上を図るための取組が適切に

行われていること。 
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「看護の統合と実践Ⅱ」の開設による実践能力の育成強化等が挙げられる。 

これらのことから、学生からの意見聴取の制度的整備はおくれているものの、大学の構成員の意見の聴

取が行われており、教育の質の向上、改善に向けて具体的かつ継続的な形で活かされていると判断する。 

 

９－１－③ 学外関係者の意見が、教育の質の向上、改善に向けて具体的かつ継続的に適切な形で活かされているか。 

当該大学では平成９年度に、学外の視点から自己点検・評価の内容の妥当性を客観的に評価することを

目的に、学外有識者で構成する外部評価委員会を設置した。平成12年度に委員会の最終報告がまとめられ、

大学改革の指針としている。 

教育研究評議会は教育研究に関する重要事項を審議する法人の機関であると同時に、大学としての意思

決定機関でもあるが、こうした審議に学外の意見を反映させるため委員20人中２人を学外（民間医療機関

及び報道関係）から委嘱している。 

教育内容についても、医学卒前教育の企画・立案等を行う医学教育推進室及び卒前教育と卒後教育の円

滑な連携等を図る医学教育研究センターでは、学外の医師である臨床教授等が構成員になっており、こう

した外部者の意見を取り入れながら、卒前卒後教育システムの構築を進めている。 

また看護学科では、毎年実習施設ごとに学生の学習状況等及び卒業生の資質・能力に関する事項を聴取

し、これらの意見を踏まえて教育方法や内容の改善に反映させている。医学研究科では、ＦＤ事業として

年１回定期的に全教員を対象に実施する教育ワークショップにおいて、他大学教員の教育講演を聴講し、

議論を行うことによって、教員各自の教育の質の改善に取り組んでいる。 

これらのことから、学外関係者の意見が教育の質の向上、改善に向けて具体的かつ継続的に適切な形で

活かされていると判断する。 

 

９－１－④ 個々の教員は、評価結果に基づいて、それぞれの質の向上を図るとともに、授業内容、教材、教授技術等の

継続的改善を行っているか。 

医学科では、学生からの授業評価を平成 17 年度から一部の授業について実施しており、教員に結果を

フィードバックすることにより教育内容の充実を図っている。今後、実施授業数の増加を図ることとして

いる。 

同様に、看護学科及び保健看護研究科においても、学生による授業評価を平成 21 年度から導入し、教

員に結果をフィードバックすることにより教育内容の充実を図ることとしている。また、看護学科では、

平成19年には看護実践能力育成プロジェクトを立ち上げ、経年的な卒業時・卒業後の看護実践能力調査を

実施し、その結果を学士課程教育に反映できるようにしている。 

医学研究科においては、各教員が自己点検・評価報告書中の「大学院の教育研究体制の充実｣等に関す

る記載箇所を参考に、それぞれの教育の質の向上を図るとともに、各自で授業内容、教材、教授技術等の

継続的改善を行っている。 

保健看護研究科においては、学生、教員、学外者の意見等を参考に大学院保健看護研究科教育委員会で

年度終了ごとに教育課程、時間割、教員組織の見直しを行いながら、各教員が授業内容等の改善を行って

いる。 

これらのことから、個々の教員は、評価結果に基づいて、それぞれの質の向上を図るとともに、継続的

改善を行っていると判断する。 
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９－２－① ファカルティ・ディベロップメントが、適切な方法で実施され、組織として教育の質の向上や授業の改善に

結び付いているか。 

全学的にＦＤによる教育の質の向上と授業の改善を行う取組が始められており、特に最近では、以前の

卒前教育中心のＦＤから、卒後教育、つまり卒後研修の問題から研究面に視点を置いた大学院教育にも

フォーカスを置き、大学人としての総合的な人材育成の在り方を討論している。 

医学科では、平成 20 年度には主として臨床系教員を対象としてクリニカルクラークシップ導入のため

のワークショップを、さらに平成21年度には全教員を対象として、教養教育、教育評価等をテーマとした

学部教育全体にわたるワークショップを行っており、そこでの議論の結果は、５年次の臨床実習のカリキュ

ラムの改編に寄与した。 

看護学科では、平成14年度から、毎年１回程度、看護教育ワークショップを開催している。各教員は、

これらワークショップへの参加により得られた知見等を授業に反映させることにより、看護学教育の活性

化と質の向上につなげるべく努めている。 

医学研究科では、平成19年度には、大学院教育実質化、大学院における専門教育、研究者の養成とキャ

リアパス支援、社会人入学及び論文博士制度等のテーマを通して大学院教育機能の充実についてのＦＤ研

修会を実施している。また、平成20年度は、ヘルスサイエンス系共同大学院構想、Physician Scientist

の育成、社会人大学院制度等をテーマに、平成21年度は、医科系の大学院教育改革の動向、社会人大学院

制度等の具体的なテーマを通して、人材育成についてのＦＤ研修会を実施している。これらのＦＤ研修会

においては、他大学の講師による教育講演の後、４つのテーマ別セッションに全教員が分かれ、またその

後、全体セッションに集合し、個々の教員が直面する大学院教育における具体的課題について、各セッショ

ン担当の教授の司会進行で議論が行われている。これらのＦＤ研修会においては、約100人の教員が参加

し、現在も引き続き医学系研究委員会で当該大学での社会人大学院制度導入の検討を行うなど、大学教育

の改善に寄与している。 

保健看護研究科においても、平成 21 年度から大学院教育の充実と質の向上を目指して、ワークショッ

プを開催している。 

これらのことから、ＦＤ活動が、適切な方法で実施され、組織として教育の質の向上や授業の改善に結

び付いていると判断する。 

 

９－２－② 教育支援者や教育補助者に対し、教育活動の質の向上を図るための研修等、その資質の向上を図るための取

組が適切に行われているか。 

新規採用や京都府からの派遣による事務・技術職員に対しては、毎年５月に転入者研修を実施している。

研修では、大学の概要、附属病院の取組、教育部門及び研究部門の現状と課題、環境対策等に関し講義や

討議を行っている。また、人権研修も積極的に行っている。これらの大学独自で実施する研修に加えて、

法人が実施する財務会計システム研修やコンプライアンス研修にも参加しており、また、京都府が行う研

修にも積極的に参加を促している。また科学研究費補助金や知的財産に関する研修をはじめとして国や関

係団体が実施する学外の研修へ適宜参加している。 

また、大学院生によるＴＡに対しては科目担当教員が直接研修を行っている。 

これらのことから、教育支援者や教育補助者に対し、その資質の向上を図るための取組が適切に行われ

ていると判断する。 

 

以上の内容を総合し、「基準９を満たしている。」と判断する。 
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【改善を要する点】 

○ 学生による授業評価を実施しているが、医学科では、実施授業数が少ない。また、看護学科では、

実施結果のとりまとめが遅れている。 
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【評価結果】 

基準10を満たしている。 

 

（評価結果の根拠・理由） 

10－１－① 大学の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行できる資産を有しているか。また、債務が過大ではないか。

平成21年度末現在、当該大学の設置者である公立大学法人の資産は、固定資産25,744,000千円、流動

資産10,286,413千円であり、資産合計36,030,414千円である。当該大学の教育研究活動を安定して遂行

するために必要な校地、校舎、設備、図書等の資産を有している。 

負債については、固定負債7,397,538千円、流動負債6,978,716千円であり、負債合計14,376,254千円

である。これらの負債のうち、当該公立大学法人の設立団体である京都府からの長期借入金が 1,967,000

千円である。その他の負債については、地方独立行政法人会計基準固有の会計処理により、そのほとんど

が実質的に返済を要しないものとなっている。 

これらのことから、教育研究活動を安定して遂行できる資産を有しており、債務が過大ではないと判断

する。 

 

10－１－② 大学の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行するための、経常的収入が継続的に確保されているか。 

当該大学の経常的収入としては、当該公立大学法人の設立団体である京都府から措置される運営費交付

金、学生納付金、附属病院収入、外部資金等で構成している。なお、当該大学は、公立大学法人に移行し

た平成20年度から２年間の状況から、学生納付金収入及び附属病院収入は安定して確保している。 

また、受託研究収入や寄附金収入等の外部資金についても安定した確保に努めている。 

これらのことから、教育研究活動を安定して遂行するための、経常的収入が継続的に確保されていると

判断する。 

 

10－２－① 大学の目的を達成するための活動の財務上の基礎として、適切な収支に係る計画等が策定され、関係者に明

示されているか。 

当該大学の収支計画については、京都府公立大学法人として、平成 20～25 年度までの６年間に係る予

算、収支計画及び資金計画が中期計画の一部として、また、各年度に係る予算、収支計画及び資金計画が

年度計画の一部として、地方独立行政法人法に従い策定され、経営審議会及び理事会等の議を経て、理事

長が決定し、当該大学のウェブサイトで公表している。 

また、大学内においては、年度計画の策定に併せて、教授会等の意見も踏まえ予算要求案の取りまとめ

を行うとともに、決定された年度予算は、教授会を通じて当該大学の教職員に明示されている。 

これらのことから、適切な収支に係る計画等が策定され、関係者に明示されていると判断する。 

基準10 財務 

10－１ 大学の目的を達成するために、教育研究活動を将来にわたって適切かつ安定して遂行できるだ

けの財務基盤を有していること。 

10－２ 大学の目的を達成するための活動の財務上の基礎として、適切な収支に係る計画等が策定さ

れ、履行されていること。 

10－３ 大学の財務に係る監査等が適正に実施されていること。 
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10－２－② 収支の状況において、過大な支出超過となっていないか。 

平成21年度末現在、京都府公立大学法人としての収支状況は、損益計算書における経常費用32,250,039

千円、経常収益32,397,905千円、経常利益147,865千円、当期総利益は174,696千円であり、貸借対照表

における利益剰余金2,894,401千円となっている。 

そのうち、当該大学及び附属病院の収支状況は、附属明細書における業務費用 28,387,871 千円、業務

収益28,509,713千円、業務利益121,840千円となっている。 

なお、短期借入金はない。 

これらのことから、収支の状況において、支出超過となっていないと判断する。 

 

10－２－③ 大学の目的を達成するため、教育研究活動（必要な施設・設備の整備を含む。）に対し、適切な資源配分がな

されているか。 

当該大学の予算配分に当たっては、拡大管理職会議で検討の後、教育研究評議会の議を経て配分を行っ

ている。法人化に伴い、外部資金の間接経費の配分方法を変更し、獲得者への配分割合を減じて、外部資

金の獲得活動等を充実するための予算配分を増額した。さらに、理事長裁量経費を確保し、研究支援経費

として京都府立大学及び京都工芸繊維大学との３大学共同研究等の支援経費として配分している。 

また、施設・設備に対する予算配分については、経常的な修繕等は、施設課、学生課及び研究支援室の

それぞれの部署に配分を行っており、緊急・重点的に必要な経費については、学内の予算の枠内で別途協

議するとともに、京都府に予算要求を行っている。 

これらのことから、教育研究活動に対し、適切な資源配分がなされていると判断する。 

 

10－３－① 大学を設置する法人の財務諸表等が適切な形で公表されているか。 

地方独立行政法人法等関係法令に基づき、財務諸表並びに事業報告書、決算報告書並びに監事及び会計

監査人の意見を記載した書面を、事務所に備えて置き、一般の閲覧に供している。 

また、財務諸表について京都府知事の承認を受けた後、定款に基づき掲示板への掲示により公告し、当

該大学のウェブサイトで公表している。 

これらのことから、財務諸表等が適切な形で公表されていると判断する。 

 

10－３－② 財務に対して、会計監査等が適正に行われているか。 

財務に関する会計監査については、監事の監査、会計監査人の監査及び内部監査を行っている。 

監事の監査については、監事監査要綱に基づき、監査計画を策定し、業務監査及び会計監査を実施して

いる。 

会計監査人の監査については、京都府知事が選任した会計監査人により実施している。 

内部監査については、理事長が命じることで独立性を担保された監査員が、内部監査要綱に基づき、監

査実施計画を策定し、実施している。 

また、監査員は、監事及び会計監査人と監査情報を交換し、随時連絡調整を行うこととしており、監事

は、会計監査人より監査計画の説明及び会計監査結果の報告を受けている。 

これらのことから、財務に対して、会計監査等が適正に行われていると判断する。 

 

以上の内容を総合し、「基準10を満たしている。」と判断する。 
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【評価結果】 

基準11を満たしている。 

 

（評価結果の根拠・理由） 

11－１－① 管理運営のための組織及び事務組織が、大学の目的の達成に向けて支援するという任務を果たす上で、適切

な規模と機能を持っているか。また、危機管理等に係る体制が整備されているか。 

法人化に伴い、法人組織として、理事長の下に理事会、経営審議会が設置されるとともに、事務組織と

して総務室、財務室、経営戦略室の３室が設置されている。また、大学と法人本部との連携や意思疎通を

円滑化するために、大学の管理課総務担当と総務室、経理室と財務室、研究支援室と経営戦略室間に兼務

職員を配置している。 

管理運営組織としては、学長の下に教育研究評議会及び教授会が置かれ、組織細則に基づき職や大学組

織、事務局等が設置され、事務局には事務局長以下、主に全体の管理運営を行う管理課と、大学の施設・

設備の整備を担当する施設課、学生部には教務等を担当する学生課が設置され、それぞれ所要の担当が置

かれている。 

法人化以前は教授会の所管事項であった教育研究に関する事項を審議する組織として、教育研究評議会

を設置し、大学の教育研究に関して識見を有する外部委員２人を加えている。また、事務局組織について

も、法人本部との総務・経理部門の統合のほか、研究支援業務や産学公連携支援業務等を統括する組織と

して管理課の中に研究支援室を設置するなど、大学の目的を達成するための体制整備・充実が行われてい

る。このほか、実質的な管理運営機関として学長が主宰する「拡大管理職会議」（学長、病院長、学生部長、

附属図書館長、研究部長、医療センター所長、看護学科長、教養教育部長、医学教育研究センター長、卒

後臨床研修センター長、研究開発センター長、リエゾンオフィス室長、事務局長により構成）が設置され

ている。 

一方、危機管理面では、「京都府立医科大学防災計画」を策定し、災害時の行動計画を明確にするとと

もに、異常気象以外の緊急時にも同マニュアルを準用して対応することとしている。これにより、緊急時

連絡網の作成や災害対策要員動員計画（緊急度や被害の重大性の度合いにより３段階に区分し全学の動員

体制を規定）、時間外の運営体制等を具体的に定め、情報の素早い伝達と共有化を図るとともに、事件発生

時には学長をトップに災害対策本部を中心として、所管部局等と連携し対応することとしている。 

研究面等の安全管理体制については、医学倫理審査委員会（研究に関する倫理上の基本的事項について

調査審議するとともに、研究者から申請された研究の実施計画について倫理的、社会的及び科学的な観点

から審査）、遺伝子治療臨床研究審査委員会（遺伝子治療臨床研究に関する指針に基づき審査）、遺伝子組

換え実験安全委員会（遺伝子組換え実験の安全な実施について審議）、バイオセーフティー委員会（実験動

基準11 管理運営 

11－１ 大学の目的を達成するために必要な管理運営体制及び事務組織が整備され、機能しているこ

と。 

11－２ 管理運営に関する方針が明確に定められ、それらに基づく規程が整備され、各構成員の責務と

権限が明確に示されていること。 

11－３ 大学の目的を達成するために、大学の活動の総合的な状況に関する自己点検・評価が行われ、

その結果が公表されていること。 
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物の安全管理に関して審議）、動物実験委員会（大学における動物実験の適正な実施について審査）等を設

置するとともに、放射線障害予防規程、科学研究費補助金取扱要領等を定めウェブサイト等により周知を

図り、科学研究費補助金等の資金の不正使用防止や各種実験の安全確保に努めている。 

これらのことから、管理運営のための組織及び事務組織が適切な規模と機能を持っており、また、危機

管理等に係る体制が整備されていると判断する。 

 

11－１－② 大学の目的を達成するために、学長のリーダーシップの下で、効果的な意思決定が行える組織形態となって

いるか。 

学長のリーダーシップについては、中期目標・中期計画に、「理事長と学長のリーダーシップによる迅

速な意思決定の下で、戦略的かつ効果的な法人・大学運営に取り組むとともに、各部門における権限と責

任を明確にして、機動力のある組織体制を構築し、絶えず改善を図る」、「理事長と学長がリーダーシップ

を発揮できるよう、それぞれの役割分担を明確にするとともに、定期的な調整会議の開催など意思疎通を

緊密化する」と明示されている。 

 大学の意思決定は、教授会、さらには教育研究に係る分野は教育研究評議会での審議を経て、学長が行っ

ている。また、学長のリーダーシップをサポートするために、拡大管理職会議を原則として毎週開催し、

大学での重要課題や懸案事項等について検討し、学長の迅速な意思決定の支援を行っている。こうした案

件は、拡大管理職会議の議を経て教授会に提起され、また教授会等での議論の内容が、教育研究評議会に

反映される構造となっている。これらの会議では、学長が議長を務め、各委員の意見を聞きながら、意思

決定を行っている。 

これらのことから、学長のリーダーシップの下で、効果的な意思決定が行える組織形態となっていると

判断する。 

 

11－１－③ 大学の構成員（教職員及び学生）、その他学外関係者のニーズを把握し、適切な形で管理運営に反映されてい

るか。 

教職員等のニーズや意見については、教授会、准教授や講師等の教員が参加する准講会、各種委員会、

課長会議等で把握している。 

学生に関しては、学生相談コ－ナーを設置し、よろず相談はクラス担任教授へと窓口を明確にして、進

路や学習上の不安、学生生活等に関する相談に対応している。 

また、学生自治会が組織されており、体育部や文化部などの課外活動や、学生ホールの運営、学園祭の

実施等大学運営について、学生部を通じて、学生の要望･意見が反映される仕組みとなっている。 

なお、教育研究評議会、法人の経営審議会等に、学外の有識者が加わっており、こうした場を通じて、

学外関係者からのニーズや意見が反映されている。例えば、教育研究評議会の学外有識者からの意見が契

機となり、寄附講座の研究成果の学外への情報発信を開始している。また、高等学校との意見交換等につ

いては、毎年８月に、京都府公立高等学校進路指導連絡協議会主催の入試説明会に参加し、府内高等学校

の進路指導担当者との説明、意見交換を行うとともに、平成20年度からは、府内高等学校長と入学試験制

度に係る意見交換会を実施するなど、当該大学へのニーズ把握を行う場を設けている。 

これらのことから、大学の構成員、その他学外関係者のニーズを把握し、適切な形で管理運営に反映さ

れていると判断する。 
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11－１－④ 監事が置かれている場合には、監事が適切な役割を果たしているか。 

定款に基づき京都府知事に任命された監事２人が置かれている。 

監事は、理事会にオブザーバーとして出席し必要な助言を行うとともに、法人の定期監査等を行ってい

る。また、決算時においては、監査法人とも意見交換をした上で監事の監査報告書を作成するほか、随時、

財務について助言及び指導を行っている。 

これらのことから、監事が適切な役割を果たしていると判断する。 

 

11－１－⑤ 管理運営のための組織及び事務組織が十分に任務を果たすことができるよう、研修等、管理運営に関わる職

員の資質の向上のための取組が組織的に行われているか。 

事務職員はその大部分が京都府からの派遣職員であり、異動によって当該大学に配置されている。その

ため、組織・運営やマネジメント関係など職員として必要な能力については、その役職ごとに体系的に京

都府が行う職員研修に参加し資質の向上に努めている。 

また、教務、学務等大学固有の業務については、基本的には各課･担当分野での引継ぎ、オン・ザ・ジョ

ブトレーニングを行うとともに、大学としても新規配属時には新任職員研修を開催し、大学の概要や主な

課題等について集合研修を行い、大学職員としての自覚と基本知識を備えさせるとともに、人権問題に関

する研修等も実施している。 

さらに、著作権や知的財産保護に係る研修など、個別業務において必要な知識・技術修得のための研修

等については、それぞれの分野で必要に応じ、参加している。 

これらのことから、管理運営に関わる職員の資質の向上のための取組が組織的に行われていると判断す

る。 

 

11－２－① 管理運営に関する方針が明確に定められ、その方針に基づき、学内の諸規程が整備されるとともに、管理運

営に関わる委員や役員の選考、採用に関する規程や方針、及び各構成員の責務と権限が文書として明確に示さ

れているか。 

当該大学の管理運営に関する方針は、中期目標に業務改善の項目として「業務についての適切な評価と

見直しを行い、教職員の意識改革を進めるとともに、業務運営の透明性の向上を図る」と掲げられている

とともに、運営体制の改善に関する目標として「理事長と学長のリーダーシップによる迅速な意思決定の

もとで、戦略的かつ効果的な法人・大学運営に取り組むとともに、各部門における権限と責任を明確にし

て、機動力のある組織体制を構築し、絶えず改善を図る」、「教学と経営との適切な役割分担を行いつつ、

経営審議会及び教育研究評議会等の諸機関を円滑に機能させ、戦略的、機能的な組織運営を図る」、「府民

に対する説明責任を果たし、透明性の確保と、社会ニーズを適切に反映させる業務運営を進めるため、外

部有識者等の積極的な参画と運営状況の積極的な公開を図る」と掲げられている。 

これらを踏まえて、学則以下諸規程が整備され、管理運営に関わる委員の選考、採用に関する規程や方

針、及び各構成員の責務と権限が定められている。 

これらのことから、管理運営に関する方針が明確に定められ、その方針に基づき、学内の諸規程が整備

されるとともに、管理運営に関わる委員や役員の選考、採用に関する規程や方針、及び各構成員の責務と

権限が文書として明確に示されていると判断する。 
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11－２－② 大学の活動状況に関するデータや情報が適切に収集、蓄積されているとともに、教職員が必要に応じて活用

できる状況にあるか。 

大学の日々の活動状況や入学試験情報等のトピックスについては、ウェブサイト上の新着情報等に公開

し、蓄積している。また、組織、教職員構成、学部・学科・大学院の状況、学生・就職の状況、土地・建

物の状況等については、大学概要を毎年作成し、冊子として教職員に配付するとともにウェブサイトにも

掲載している。 

各教室等の研究内容については、中期計画等に基づき、毎年度の研究成果をとりまとめた『業績集特報』

を作成し、ウェブサイト（英語版も含む）にも掲載するとともに、各教室の研究シーズを冊子にして情報

発信も行っている。また、平成21年度には、大学間連携を推進する京都府立大学及び京都薬科大学の研究

者の研究活動についても閲覧を可能にした「大学連携研究者データベース（ＲＩＳ）」を構築し、個々の研

究者の研究状況を全学的に把握するシステムの運用を開始している。さらに、過去に発行した『京都府立

医科大学雑誌』を電子化するプロジェクトを開始している。 

なお、中期目標・中期計画及び年度計画や財務諸表等は、ウェブサイトに掲載し、教職員がいつでも閲

覧できるようにしている。 

これらのことから、大学の活動状況に関するデータや情報が適切に収集、蓄積されているとともに、教

職員が必要に応じて活用できる状況にあると判断する。 

 

11－３－① 大学の活動の総合的な状況について、根拠となる資料やデータ等に基づいて、自己点検・評価が行われてお

り、その結果が大学内及び社会に対して広く公開されているか。 

当該大学の自己点検・評価活動は、自己点検・評価委員会で実施している。この委員会には、教育活動、

研究活動、地域貢献活動の３つのワーキンググループを設置しているが、その時々の状況に応じて、診療

活動や広報活動等のワーキンググループを設置し、自己評価を行っている。 

データや資料収集は事務局を中心として行っており、評価は当該データや資料に基づき行っている。評

価項目については、大学評価・学位授与機構、財団法人大学基準協会等の評価基準、法に基づく中期計画

等に対する第三者評価も考慮に入れているが、府立の公立大学として、地域貢献や地域医療の充実といっ

た当該大学独自の「自己調査・点検・評価項目」の策定・改訂を行っている。 

なお、点検･評価の結果については、教授会に報告するとともに、報告書を作成し公表している。 

これらのことから、大学の活動の総合的な状況について、根拠となる資料やデータ等に基づいて、自己

点検・評価が行われており、その結果が大学内及び社会に対して広く公開されていると判断する。 

 

11－３－② 自己点検・評価の結果について、外部者（当該大学の教職員以外の者）による検証が実施されているか。 

平成 12 年度には、それまでの自己点検・評価を踏まえ、教育研究に関して、学外有識者を構成員に含

む外部評価委員会による外部評価を受け、その結果を公表した。 

また、法人の中期目標・中期計画に係る平成 20 年度計画の達成状況については、外部有識者も構成員

となっている教育研究評議会や法人理事会、経営審議会で審議されるとともに、平成21年９月には京都府

が設置する評価委員会の評価が行われ、「おおむね順調に進んでいる」との評価を得ている。 

これらのことから、自己点検・評価の結果について、外部者による検証が実施されていると判断する。 

 

11－３－③ 評価結果がフィードバックされ、管理運営の改善のための取組が行われているか。 
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京都府が設置する評価委員会の評価結果については、教育研究評議会に報告され、また、学長を中心に

教授会等で検討し、必要に応じて、関係委員会やＦＤ等を通じて具体的な見直し・改善に努めることとし

ている。例えば、京都府公立大学法人が定めている「各教員は科学研究費を含む外部資金申請を年１件以

上行う」という中期計画に対し、平成20年度の実施状況が「教員325人中274人申請」で「年度計画を十

分には実施していない」という京都府公立大学法人評価委員会の評価結果を、学内の研究委員会や教授会

等でフィードバックし、申請状況の改善の周知徹底を図ったところ、平成21年度の実施状況は「教員325

人中311人申請」という結果になった。 

これらのことから、評価結果がフィードバックされ、管理運営の改善のための取組が行われていると判

断する。 

 

11－３－④ 大学における教育研究活動の状況や、その活動の成果に関する情報をわかりやすく社会に発信しているか。

教育研究活動の状況及び成果は、『医大ニュース』、『京都府立医科大学雑誌』やウェブサイトにより広

く社会に発信している。 

教育活動に関しては、平成 18 年度文部科学省現代ＧＰに採択された「大学・地域一体型チーム地域医

療教育－医学・看護学教育を通じた地域医療サービスの向上－」の報告書が発刊されている。 

研究活動に関しては、毎年『業績集特報』としてまとめられ、冊子体のほかウェブサイトで公開されて

いる。また、各教室の構成員の状況と研究活動の内容の概略も同様に公開されている。これらを踏まえて、

産学連携に関して、事業紹介、イベントの参加状況、寄附講座紹介、研究室シーズの紹介などがウェブサ

イトでなされている。 

さらに、大学院各附置センターの活動状況についても、ウェブサイトで公開しているほか、研究開発セ

ンターに関しては、「研究開発センター目的と活動に係る提言（平成18年12月11日）」の発表や、学術講

演会を開催し、広くその研究成果を発表している。 

このほか、各教室の研究成果についても、ウェブサイトで公開しているほか、記者発表も随時行われて

いる。 

また、大学間連携を推進する京都府立大学及び京都薬科大学の研究者の研究活動についても閲覧を可能

にした「大学連携研究者データベース」を構築し、個々の研究者の研究状況を全学的に把握するシステム

の運用を開始している。 

これらのことから、大学における教育研究活動の状況や、その活動の成果に関する情報をわかりやすく

社会に発信していると判断する。 

 

以上の内容を総合し、「基準11を満たしている。」と判断する。 
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ⅰ 現況及び特徴（対象大学から提出された自己評価書から転載） 

 

１ 現況 

（１）大学名  京都府立医科大学 

（２）所在地  京都府京都市 

（３）学部等の構成 

   学部：医学部 

   研究科： 医学研究科，保健看護研究科 

   附置研究所：附属小児疾患研究施設、附属脳・血

管系老化研究センター、医療セン

ター 

   関連施設：附属病院、附属図書館 

（４）学生数及び教員数（平成22年５月１日現在） 

   学生数：学部960人、大学院275人 

   専任教員数：332人 

２ 特徴 

 本学は、医学部に医学科と看護学科、大学院に医学研

究科と保健看護研究科を有する公立単科医科大学である。 

明治５年（1872年）に京都東山の山麓、粟田口青蓮院

において療病院として診療と医学教育研究を開始して以

来、138年の歴史を誇る我が国で最も古い医科大学のひ

とつである。一方、看護学科も明治22年（1889年）設立

の京都府医学校附属産婆教習所を母体とし121年の歴史

と伝統を誇っている。京都に西洋医学の教育病院を設立

したいという京都府民自らが、寺院や花街、町衆から寄

付を募り病院を建設、運営を京都府が行うという極めて

ユニークな設立の経緯を持つ。以来、10,738人（平成22

年３月現在）の卒業生を輩出するなど「世界のトップレ

ベルの医学を府民の医療へ」をスローガンに現在まで教

育研究・診療のあらゆる面で全国でも有数の実績を残し

ている。 

教育面では、医学部医学科の入学定員が100～107人と

いう少人数の特徴を生かした授業編成で、きめ細かな教

育を実施している。モデル・コア・カリキュラムを土台

にしつつも、本学開設以来の教育理念や特質、特徴を生

かした独自の医学教育統合カリキュラムを作成している。

６年一貫教育を基本に、医学準備教育を担当する教養教

育、学問体系を基盤とした基礎・社会医学教育、PBL教

育を基盤に原則臓器・システムに沿った教育を行う臨床

医学教育をバランスに留意し実施している。 

 医学部看護学科では、心と技術と知識のバランスのと

れた看護職者を育成するため、１学年から教養教育・専 

門基礎科目に加えて看護の基本となる専門教育を行って

いる。看護学の理論と実践が学年進行に応じて系統的に

修得できるよう講義、演習、実習を展開し、専門的で社

会のニーズに対応した最新の看護学教育を目指している。 

 また、平成18年度に現代的教育ニーズ取組支援プログ

ラムに採択された教育プログラムでは、深刻な医師不足

に悩む北部地域において、医学科と看護学科が合同で地

域医療の実態とチーム医療を学ぶ実習プログラムを実施

し、支援期間終了後も病院実習を継続している。 

 大学院においては、平成15年（2003年）、医学研究科

を再編して大学院重点化を行い、研究重視の大学として、

全教員が大学院教育を担当し、研究の高度化と大学院教

育の充実に努めている。大学院中央研究室には大型の先

端的研究機器を整備し、全研究者と学生が活発に利用す

る体制を整えた。また、附置研究センターである大学院

研究開発センターでは、基礎・臨床講座横断的な研究者

グループによる６つの研究ユニットを設置し、共同研究

の推進と研究高度化の体制を整えている。 

本学の附属病院は、病床数878床（平成22年 4月現

在）、年間延べ入院患者約25万人、外来患者約45万人

（平成21年度）を受け入れ、「特定機能病院」として

高度で専門的かつ安全な医療を提供する一方、「大学附

属病院」として医師や看護師等の養成、新たな治療法の

開発等（先進医療９件：平成22年５月現在）を行って

いる。また、受診しやすいよう総合診療科を設置すると

ともに診療科を専門別に細分化している。附属施設とし

て小児疾患に関する高度かつ専門的な診断・治療等を行

う小児疾患研究施設（京都府こども病院）と高齢者に多

い脳卒中や認知症の診断・治療等を行う脳・血管系老化

研究センターを併設するなど、府民に優しい高度で安全

な医療の提供に取り組んでいる。 

また本学は、開設以来の理念に基づき、地域医療への

貢献に積極的に取り組んでいる。その中心は昭和46年

（1971年）に設置した医療センターである。府の医療機

関、保健所などの行政機関に継続的に大学から医師を派

遣する日本で初めてのシステムであり、平成22年（2010

年）5月現在、75人を地域保健医療の現場に派遣してい

る。また、関係病院等協議会（加入数119病院)を設立し

地域の病院との連携を図っている。 
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ⅱ 目的（対象大学から提出された自己評価書から転載） 

 

１ 建学の精神 

「人にして疾病なるや、学ばんと欲すれば能わざるなり。人に尪羸（注：痩弱）なるや、勉めんと欲すれど

も、亦能わざるなり。学ばず勉めざれば、何を以てその才を殖やし、その家を富まさんや。夫れ、人材乏しくし

て民戸貧しきは、乃ち国の病なり。是の故に、施政の務めはいまだ民の疾病を除きて、その健康を保つより急な

るは有らざるなり。我が府、維新の聖旨を奉じ、つとに種痘術を行ひ、駆疫法を布き、遠く名医を海外より徴

し、以て衛生医薬を改良し、まさに大いに救済するところ有らんとす。（中略）今より後、民の疾病を除きて、

その健康を保つは、難きことにあらざるなり。こひねがわくば、後の政をこの土に為す者、能くその始を思って

その終わりを善くし、敢えてこれを廃墜有ることなく、斯民をして永く明治の皇沢にうるおはしめよ」 

これは、Ⅰに記載した本学の前身である療病院の建設を記念して明治 13 年（1880 年）に病院敷地内に建てら

れた療病院碑に刻まれた碑文の一節である。近代国家における保健医療の重要性を謳い、療病院に課された使命

を疎かにしないよう戒めており、本学草創の理念を力強く語るものである。この療病院碑は 100 年を超えた今も

なお、大学門の正面に存置されており、本学で学び、診療に従事する全ての者が日毎に目にし、自らの医学や医

療に対する思いを新たにしている。さらに、附属病院の入り口には碑文の拓本が掲示され、本学建学の精神を宣

言するものとして、大学関係者のみならず患者、府民などにも広く浸透している。 

この碑文は本学の設立目的のプロトタイプといえるものであり、その後、医学校、医学専門学校、医科大学と

発展を遂げ設置形態は変遷し、設立目的等の文言はその時代の要請やスタイルに応じて変化してきたが、それら

に底流する目的や理念は常に変わることなく、この碑文の精神を継承するものである。 

 

２ 本学の使命 

(1) 公立大学法人定款の目的 

本学は平成 20 年（2008 年）に公立大学法人として新たなスタートを切ったが、京都府議会の議決を経て作成

された法人定款においては、「京都府における知の拠点として、質の高い教育研究を実施することにより幅広い

教養、高度の専門的な知識及び高い倫理観を備えた人材を育成し、並びに大学や地域の多様な主体と協力・連携

した研究成果等の活用、附属病院における全人医療の提供等を通じて、京都府民の健康増進及び福祉の向上、京

都文化の発信並びに科学・産業の振興に貢献し、もって地域社会はもとより、国内外の発展に寄与することを目

的とする」とされている。これは京都府立の医科大学である本学のアイデンティティーに深く関わる使命であ

り、公立大学法人という新たな器を得て、教育研究と医療を源泉とした地域貢献及び国内外発展への寄与を改め

て確認したものである。また、現在、附属病院内に掲示する病院の理念「世界トップレベルの医学を地域の医療

へ」も、近代の黎明期において社会に医学・医療の礎を築くべく、多くの府民から寄附を受けて療病院が設立さ

れた意義を、現在及び未来に継承しようとするものにほかならない。 

 

３ 大学及び医学部の目的 

(1) 大学及び医学部の目的 

大学及び大学院の学則に定められた目的も、これらと軌を一にするものであり、大学学則においては大学の目

的として「医学及び看護学に関する知識及び技能を授け、有能な医師、看護師、保健師及び助産師となるのに必

要な教育を施すとともに、医学及び看護学の深奥をきわめて、文化の進展と人類の福祉とに寄与することをもっ

て目的とする」としている。 

具体的には、現在、中期計画に以下の内容を掲げて、取り組んでいる。 

① 生命及び人間の尊厳を基盤に、全人的な医療のための豊かな人間性を培うとともに、医学や看護学の
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研究と医療技術の向上に常に取り組む課題探求能力とコミュニケーション能力を有し、人々の健康と福祉

の向上に貢献できる人材を育成する。 

② 専門知識はもとより心技体に優れ、国際的視野で物事をとらえ、国際的研究をリードできる人材を育

成する。 

③ 地域保健・医療の重要性を認識し、地域医療への使命感を持った医療人を育成する。 

④ 「世界トップレベルの医学を地域の医療へ」の理念の下、高度先進医療及び先端医学研究を推進する

とともに、基礎研究、臨床研究、保健看護研究等を通じて、地域医療や地域社会における健康の維持増進

に貢献する。 

(2) 医学科の目的 

「生命及び人間の尊厳を基盤に豊かな人間性と創造性を培い、高度の医学知識、技術など医師としての総合

的な能力を有し、人々の健康を守り医学の発展に貢献できる人材を育成する」としている。 

(3) 看護学科の目的 

「生命及び人間の尊厳を基盤に豊かな人間性と創造性を培い、高度の専門知識や技術など看護専門職として

の総合的な能力を有し、看護学の発展及び保健医療と福祉の向上に貢献できる人材を育成する」としている。 

 

４ 大学院の目的 

(1) 大学院の目的 

大学院学則において、「学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめて、文化の進展に寄与するこ

とを目的とする」としており、現在、中期計画に以下の内容を掲げて、取り組んでいる。 

(2) 医学研究科 

 ① 医学研究の多様化、学際化に対応するため、自律的な課題探求能力を備え、個性的かつ卓越した人材を

育成する。 

 ② 博士課程においては、入学早期から研究マインドを涵養するシステムを導入し、高度先進医療を推進す

る医師及び先端医学研究を展開し得る医学研究者を育成する。 

 ③ 修士課程においては、医学以外の学問を学んできた背景を持つ学生に対し、医学の基礎的教育を体系的

に提供し、個々の特性を活かした医学研究の学際的展開を図り得る研究者、技術者及び地域で活躍する

「健康科学プロフェッショナル」を育成する。 

(3) 保健看護研究科 

 ① 京都府内をはじめ、国内外で保健・医療・福祉領域における健康福祉増進の指導的役割を担える、高度

な保健看護実践能力を有した保健看護の専門職を育成する。 

 ② 保健医療等の分野において、学際的展開を図り得る保健看護の研究者及び広域的な指導力を発揮できる

高度な専門職業人を育成する。 

５ 達成しようとする基本的な成果 

以上のように、京都府民との深いつながりによる地域社会への貢献を揺るぎない基盤としつつ、 

① 人を育てることを基本として、高度な専門知識と幅広い教養を備え、他者の立場に立って考えること

のできる温かい心を持った保健医療の専門家を養成すること 

② 研究を大切にし、世界トップレベルの研究を行い、研究に基づく最先端医療を行うこと 

③ 質の高い、患者に優しい医療を行うこと 

が本学の達成しようとする基本的な成果である。 

これらに向けて、他大学とも連携しながら「ヘルスサイエンスの総合化」を推進し、療病院設立以来、本学に

求められてきた使命を着実に達成し、府民や社会からの確かな信頼を未来に継承していく。 
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ⅲ 自己評価の概要（対象大学から提出された自己評価書から転載） 

 

基準１ 大学の目的 

本学の大学・大学院の目的は、学校教育法に定める大学及び大学院の目的に照らして、適合したものである。

特に社会貢献についてはこれまでの高い実績を基礎として、より高い水準で推進していこうとするものであり、

特筆されるものである。 

こうした目的の学内外への周知・公表に関しても、多様な方法で行っているが、今後は、さらに積極的に浸

透を図っていく必要がある。 

 

基準２ 教育研究組織（実施体制） 

本学では医学部の下に医学科及び看護学科を設置している。また、大学院には医学研究科及び保健看護研究

科を設置している。医学研究科における平成 15 年の大学院重点化に併せた博士課程統合医科学専攻の改組、そ

の後の新しい博士課程履修コースや修士課程医科学専攻の開設など、教育の実質化と大学院で育成する人材の

多様化に対応するために必要な人材育成体制の構築にも積極的に取り組んでいる。 

教育研究に関わる附属施設及びセンター等としては、附属病院、附属図書館、医療センター、附属小児疾患

研究施設、附属脳・血管系老化研究センター、中央研究室、医学教育研究センター、看護実践キャリア開発セ

ンターを有している。また、大学院教育と研究に関わるセンター等として、研究開発センター、予防医学セン

ター、がん征圧センター、再生医療・細胞治療研究センター、がんプロフェッショナル養成センターを有して

いる。 

教育研究上の重要事項に関しては、教授会、教育研究評議会を設置しており、教授会では教育課程の編成、

学生の入退学、試験、卒業、厚生補導に関する事項等を、教育研究評議会では、学則、教育研究に係る重要な

規則、教員人事に関する事項等を中心に、ともにほぼ毎月定例的に開催し、多数の重要事項が審議され決定さ

れている。また教育課程や方法を検討する委員会としては、学部教育を所掌する教育委員会、大学院教育を所

掌する大学院教育委員会を置き、学問分野等を基礎に教授会で選出されたメンバーによって、熱心な検討が行

われており、近年の医学教育の多様な変化に対応するために、平成 22 年４月から、医学部教育委員会の定数を

増加したところである。さらに教育研究上の個別課題に対応すべく、臨床実習、卒前教育のための医学教育推

進室、卒前教育と卒後教育の円滑な連携を図る医学教育研究センター等を置くとともに、救急医療学講座を新

設するなど、社会情勢等にフレキシブルに対応している。 

 

基準３ 教員及び教育支援者 

本学の教員組織編制は、中期計画に基づき、大学組織細則に規定する教室、講座等の教員組織となっており、

同細則の定めるところにより教授が責任者となることなどが明確にされ、これらの教室等が組織的な連携を行

いながら、体系的な一貫教育を行っている。 

学生及び教員の内訳は、医学科では、学生定員 615 人、現員 634 人（平成 22 年５月１日現在）に対して、学

士課程の専任教員（大学院本務／学部兼務）は 299 人で、うち教授 40 人、准教授 40 人、講師 53 人、助教 166

人を配置している。これらの専任教員は、大学院を本務としているが、医学部医学科（学士課程）教育も担当

している。看護学科では、学生定員 325 人、現員 326 人（平成 22 年５月 1 日現在）に対して、配置している専

任教員は 33 人で、うち教授８人、准教授８人、講師７人、助教 10 人である。 

大学院課程における研究指導教員等も、医学研究科及び保健看護研究科ともに大学院設置基準を満たすに十

分な教員数を確保している。 

教員組織の最重要ポストである教授や部門責任者の選考は公募制で行うほか、任期制、顕彰制度、外部人材
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の導入促進など、多様な方法で教員組織の活性化を図っている。 

大学の課題等を各種検討委員会、教授懇談会等で議論するなど、教員組織の活動をより活発化する取組を行

っている。 

教員採用及び昇任手続については、教員選考規程で明確に、かつ国の基準に合致するなど適切に定め、これ

に従って運用している。特に学士課程については、教育上の指導能力を研究業績、診療能力等と並んで最重要

項目の一つとして位置付け、教育研究評議会において総合的に審査している。また、教員は学部と大学院を兼

務しているため、これらの評価に当たっては、大学院における教育研究上の指導能力も併せて評価している。 

教員の教育活動に対する評価については、学生からの授業評価を、医学科では平成 17 年度から、看護学科で

は平成 21 年度から実施しており、教員に結果をフィードバックすることにより教育内容の充実を図ることを目

指しているが、医学科では授業評価を実際に実施した授業数が近年少なかったことから、今後実施授業数の増

加を図るとともに、教員の業績評価システムの一要素として、処遇等に反映させる制度の導入の可能性の調査

を進捗させるとともに、導入レベルの検討を含めて、教員間のコンセンサスを広げていく必要がある。 

医学研究科においては、各教員が大学院を本務として活発な研究活動を行っており、これらの教員が自らの

研究の専門分野と密接な関係にある学部講座に籍をおくことにより、研究成果を直接学部教育に結びつけてい

る。また、看護学科及び保健看護研究科においても、各教員が活発に研究活動を行い、その成果を教育に還元

している。 

教育支援者及び補助者による教育支援等については学生課及び研究支援室大学院担当を中心に事務局により

組織的に行われており、この２課室で 17 人の常勤職員及び臨時職員が所属し、業務の内容に従って適切に配置

を行っている。また、大学院学生から TA を採用し教育活動の補助に当たらせている。 

 

基準４ 学生の受入 

本学での入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）は、大学案内や入学者選抜要項等の印刷物及び大学

ウェブサイト等により公表しており、またオープンキャンパス、入試説明会においても説明するなど、十分に

公表し、かつ周知している。医学科の例を挙げれば、アドミッション・ポリシーに掲げている｢人間愛｣、「地域

貢献」、「国際的視野の涵養」を実現できる能力を持った入学者を選抜するために、学力試験のみならず、コミ

ュニケーション能力、社交性・協調性、問題解決能力等を判断する面接等の人物評価試験を受験者全員に実施

しており、大学全体としてもアドミッション・ポリシーに沿った適切な受入方法が採用され、また実質的に機

能している。 

公正な入学者選抜のため、基本方針及び各年度入試要項は医学部入学試験委員会、医学研究科入学試験委員

会等で決定し、これに基づいて入学者選抜委員会等が入学者選抜の企画及び実施を行うなど、各々の業務と責

任を明確にした体制が整備されている。 

入学者受入方法の検証に際しては、入学者に対する追跡調査、面接担当者からのフィードバック調査を行い、

アドミッション・ポリシーに沿った受入を現実に行っているか否かについて具体的に検証している。 

学部の入学者数に関しては、定員充足率は 100％である。大学院においても実入学者数が入学定員から大幅

に乖離する状況にはないが、医学研究科博士課程の入学定員に対する充足率がこの３年間 80％前後にとどまる

傾向がある。このため、募集方法の拡充や社会人を対象とする新たな選抜方法等について FD 等で具体的な検討

に取り組んでおり、その成果として後期試験の導入などを行った。 

大学院教育においては、全国的な傾向と同様、本学においても、初期研修必修化を始めとする複数の要因に

よって大学院志願者数が減少し、また、臨床系大学院科目において生じている入局者数の減少が、教員の研究

等を支援すべき臨床研究医等の減少につながっている。その結果、大学院学生の指導に当たる中堅教員の負担

増や大学院の人材育成指導に割かれる時間的・質的な低下、さらに基礎医学系大学院での医学部出身者の人材
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確保と後継者育成が大きな課題となっており、今後は、リサーチマインドと高度な医学研究推進能力を身につ

け、国際的に通用する「医科学研究リーダー」の育成を目指す教育プログラムの編成と実施が求められている。 

 

基準５ 教育内容及び方法 

学士課程においては、医学科の教育課程では、国のモデル・コア・カリキュラムを柱として、基礎医学、社

会医学、臨床医学の連携を重視して、本学独自の医学教育統合カリキュラムを編成している。看護学科では、

「基礎・教養」「専門基礎」「専門（看護学）」に関する科目を体系的に編成している。これらは、教育委員会を

中心に教育内容等の検討を行い、学生のニーズや社会からの要請等に応じ、編成や授業科目の内容の改善を図

っている。とりわけ、医学科と看護学科の共通で「北部病院等地域滞在実習」を京都府北部地域で実施してい

るほか、大学コンソーシアム京都の単位互換制度や、京都府立大学と京都工芸繊維大学との３大学連携による

単位互換を進めるなど、社会の要請に的確、迅速に対応している。医学科では、４年次に基礎・社会医学の教

室等に６週間配属して研究に参画させる研究配属の制度も導入し、看護学科では、平成 21 年度から、本学附属

病院看護部と看護学科との連携により、看護職や学生にキャリアパスによる継続した教育を提供できるプログ

ラムを実施するなど、ユニークな取組も行っている。 

単位については、医学系大学の性格上、医師・看護師等の養成を目指していることから、進級制限を始めと

する学生の学習段階に応じた修得能力の検証、学習指導等を適宜行うことにより、その実質化がなされている

と考えている。 

授業形態のバランスについて、医学科では、学生の修得段階に応じ、講義、演習、実験、実習等を組み合わ

せているほか、総合講義として最新のトピックスにも対応できるカリキュラムを組むとともに、研究配属等に

より、実際に学生自らが研究に取り組む期間も設けるなどの工夫を行っている。看護学科では、「基礎・教養」

科目での少人数クラス編成による講義、演習、実験、演習、「専門（看護学）」での講義と演習を効果的に組み

合わせた授業、臨地実習指導での少人数グループの学生配置等、きめ細かな実習教育を行っている。 

シラバスについても、両学科の教育委員会等で、いかなる講義が必要かなどを議論した上で、内容を記載し、

入学時のみならず学期開始時の講義・実習の説明に活用している。 

自主学習への配慮、基礎学力不足の学生への配慮等に関しては、本学の特徴である少人数教育を活かして、

担任等によるきめ細かい学習相談・指導、自主学習の場の提供等を組織的に行っている。 

成績評価や卒業認定についても、両学科とも、シラバスに全科目について成績評価基準の項目を設け明記し、

学期開始時に学生への周知説明を行うとともに、この基準に従って、成績評価、単位認定、卒業認定を行って

いる。 

大学院課程については、修士課程（医科学専攻）の教育課程では専門教育科目・専門関連科目・共通教育科

目・特別研究科目に分類して編成を行っている。博士課程（統合医科学専攻）では、総合コースについては主

科目・副科目・共通領域・特別研究に、腫瘍薬物療法専門コースについては基礎科目・専門科目・特別研究に

分類して編成を行っている。保健看護研究科では、「健康回復と看護支援領域」及び「健康増進と看護支援領域」

の２領域からなる専門科目とその専門科目を支える共通科目に分類して編成を行っている。 

平成 19 年度には、医学以外の大学の学部で学んだ多様なニーズを持つ学生に対し、医科学の基礎的教育を体

系的に提供するため修士課程（医科学専攻）を新設するとともに、平成 20 年度には、重大な社会的課題である

がん医療に重点的に取り組むため、がんに特化した基幹科目が履修できるよう博士課程（統合医科学専攻) の

腫瘍薬物療法専門コースを新設するなど、社会の要請等に的確、迅速に対応している。 

研究指導、学位論文についても、両研究科において、マンツーマンに近い少人数指導のメリットなどにより、

きめ細かな指導が実現されており、学位論文の審査体制、最終試験及び学位授与についても、審査委員の選出

方法、学位授与過程等は、学則を始めとする規程等で定められ、その手続きをシラバスに掲載することによっ
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て学生に周知するとともに、最終的には両研究科の教授会議で決定する体制を確立している。 

 

基準６ 教育の成果 

学生が修得した学力、技術、能力についての達成状況は、教育委員会、研究委員会を中心に学生による授業

評価、進級判定、全国共通で実施する OSCE 及び CBT 試験、そして最終的には、医師及び看護師などの国家試験

の結果と就職状況に基づき検証されている。 

医学科では、個別の意見聴取はあるものの、授業評価を実際に実施した授業数が一部にとどまり、また、平

成 21 年度からこれを導入した看護学科でも評価結果の分析は今後の取組となっているほか、医学研究科及び保

健看護研究科においても、教育課程全体を通じた学生からの意見聴取を現時点では行っていない。したがって、

今後は、教育課程全体を通じた、授業評価等の学生からの意見聴取の結果を早急にまとめ、本学独自の教育効

果の量的分析を進めていく必要がある。 

卒業生等が身に付けた学力や資質・能力等に関する教育目的の達成状況については、学部、大学院とも、単

位取得（学位取得）、進級、卒業（修了）の状況はいずれも順調であり、医師、看護師及び保健師等の資格取得

の状況は常に全国平均を上回っており、教育の効果や成果が上がっている。学部、大学院とも卒業（修了）生

のほとんどが医療に従事し、あるいは関連学問分野で進学していることから、また卒業生等からの意見聴取や

就職先等からの高い評価などから見ても、本学の目指す教育の成果は着実に実現しており、教育目的を十分に

達成している。なお、さらにこうした教育の効果や成果をより正確に把握するため、卒業生及び修了生を対象

とした追跡調査の体系的実施など一層の取組が必要である。 

 

基準７ 学生支援等 

学生の学習についてのガイダンスは、丁寧に実施しており、新入生に対して入学直後に臨床系の各教室に配

属し、臨床現場や教授と接する機会を作り、未来の医師としての自覚を促す工夫もみられる。 

学習支援については、少人数教育のメリットを活かして担任教員を中心にきめ細かな学習支援、生活支援を

行っている。留年生、長期欠席者など特別な支援を行う必要がある学生に対しても、同様に積極的な取組を行

っている。 

健康面での支援も、医科大学であることを活かして十分に行っているが、修士課程の学生に対する進路指導

について体制の整備が必要である。 

自主的学習環境について、附属図書館は充実しており、閲覧席や個人閲覧室も十分に確保しているが、今後

開館時間のさらなる延長等が課題となる。 

学生の課外活動はサークルへの加入割合も高く、非常に活発であり、大学としても補助金の支給などの支援

を十分に行っている。なお、体育施設の老朽化への対応が今後の課題である。 

授業料減免等を始め、奨学金の斡旋等を行うとともに、大学院課程では大学独自の TA・RA 制度により経済的

援助に役立てており、学生に対する経済面での支援についても充実を図っているところであるが、本学独自の

奨学金制度の整備について検討することが今後の課題である。 

 

基準８ 施設・設備 

本学のキャンパスは河原町、広小路、花園の３カ所に分かれているものの、校地面積、校舎面積ともに、大

学設置基準において必要とされている面積を十分に上回っている。 

実験動物センターや RI センター、研究機器センター、共同プロジェクトセンターの４つセンターとゲノムな

ど７部門で構成する大学院中央研究室は、本学の実験・研究の中核的役割を果たすとともに、大学院生等若手

研究者の教育・実習の場として活用されている。 
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バリアフリー化については、花園キャンパスを除く主要な建物で、玄関スロープや車椅子トイレなどが整備

済みとなっている。 

花園キャンパス本館及び体育館（河原町キャンパス、花園キャンパスとも）は耐震基準を満たしておらず、

早急に建替工事又は耐震改修工事を実施しなければならない（なお、花園キャンパス本館については、その代

替施設である京都工芸繊維大学・京都府立大学との教養教育共同化施設（仮称）が、平成 26 年３月に供用開始

予定であるので、この問題は解消予定）。 

学生の ICT 環境については、学生共用端末 28 台を設置しているコンピュータ室は、授業の空き時間の他、午

後８時まで学生に開放している。学内 LAN は教職員・学生等約 4,400 人が常時利用している。また、電子メー

ルシステムも刷新して利便性を高めている。さらに、京都府立大学や京都工芸繊維大学との連携による戦略的

大学連携支援事業により、将来的には学生が無線 LAN 等によりどこからでもインターネットにアクセスできる

体制が整備されるとともに遠隔授業の環境が整備されることから、今後、さらに ICT 環境が向上する予定とな

っている。 

大学内の各施設・設備の利用に関する規程は、十分整備されており、学内ウェブサイトや学生便覧を通じて

幅広く周知されており、附属図書館等の利用については、個別の利用案内も作成されている。 

附属図書館の蔵書数は、28 万冊、所蔵雑誌は 8 千タイトル近くに上っており、学生等の教育研究に幅広く活

用されている。図書資料は、医学・看護分野に必要な図書等を計画的・系統的に収集・整備、利用者に提供し

ている。学生用図書については、シラバスとの連携、教室への基本図書推薦依頼、学生への要望受付等の方法

により、大学教育との連携による選書・収集を進めている。 

研究者については、学内 LAN により、研究室等から 24 時間いつでも図書館の提供するデータベースの検索等

が可能であるため、非来館型での利用が増えている。こうした利用状況の変化に即して、附属図書館では、平

成 21 年１月の図書館システム更新にあわせ、電子ジャーナル検索機能や一次文献へのアクセス機能を高めるツ

ールを導入した。また、学生に対する図書館利用法の指導を段階的にきめ細かく行うとともに、情報検索法や

各種検索テータベース利用法等の講習会･説明会を随時実施している。 

 

基準９ 教育の質の向上及び改善のためのシステム 

教育活動の実態を示すデータや資料は、事務局で収集・蓄積し、自己点検・評価等に活用している。学士課

程では、学生による授業評価を実施し、担当教員にフィードバックすることとしているが、今後、医学科では

実施授業数の増加を図り、看護学科では実施結果の取りまとめを早急に行う必要がある。 

学外有識者で構成する外部評価委員会が取りまとめた外部評価報告書等の提言や意見等を大学改革の指針と

している。また、大学の意思決定機関である教育研究評議会に外部委員を任命し、その意見を大学運営に反映

させる体制を確立するとともに、関係病院など学外関係者から得られた意見についても運営に反映させている。

教育活動の質の向上を図るため、FD 講演会やワークショップは定期的に実施しており、さらに教務関連事務職

員、技術職員などの教育補助者に対して、適宜必要な研修を実施し、外部の研修・講演会へ参加する機会を与

えている。 

大学院課程においては、授業評価の方策の検討、教員活動の評価システムの構築などが課題となっている。 

 

基準 10 財務 

法人化により、設置主体は変更されたが、法人化前に使用していた財産等については法人化後も引き続き活

用しており、京都府からの出資形態（土地が無償貸付）により、固定資産の規模は小さいが、本学の目的に添

った実質的な教育研究環境は保証されている。 

歳入総額は平成 20･21 年度と法人化前の平成 19 年度とほぼ同水準が確保されており、安定的な財源措置が行
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われている。その内訳となる運営費交付金については、設置者の方針により一律削減は規定されておらず、附

属病院収入も安定的に推移している。また、受託事業収入もここ数年は増加傾向にあり、授業料収入について

も受験生数や入試倍率等も一定水準を保つとともに、さらにキャンパスツアーや府立大学との合同による入学

説明会の開催など、受験生確保の新たな対策も積極的に行われていることから、今後も安定した収入の確保を

見込んでいる。 

大学予算は、教授会等を通じて教職員全体に明示されるとともに、配分についても、法人化を契機に配分方

法を見直し、獲得研究者への配分割合を減じて大学の研究機能の充実等に向けた予算配分を増額するなど、大

学の目的を達成するための適時・適切な資源配分が行われている。 

会計監査体制も法人化により、外部監査人も含めより透明性が高められた。 

 

基準 11 管理運営 

平成 20 年４月の法人化に伴って、法人組織として、法人の運営に関する重要事項を審議する理事会と法人の

経営に関する重要事項を審議する経営審議会が、また大学には、大学の教育研究に関する重要事項を審議する

教育研究評議会が設置された。さらに、事務局体制が機能別に再編されるとともに、研究や産学公連携を支援

するための研究支援室が設置されるなど、大学の目的を達成するための体制の整備・強化が図られている。 

大学の意思決定は、教育研究評議会や教授会での審議を経て、学長が行っている。こうした学長のリーダー

シップをサポートするため、拡大管理職会議を毎週開催し、大学の重要課題や懸案事項についての検討を行っ

ている。 

教職員のニーズや意見は、教授会や各種委員会を通じて集約されている。また、学外関係者の意見等は、経

営審議会や教育研究評議会を通じて大学の管理運営に反映されるようにしている。また、FD 活動や学生アンケ

ートなど、さまざまな形で大学に対するニーズを把握・反映する仕組みを構築している。 

事務局職員の資質向上については、京都府研修等との連携も行っているが、今後は、特に専門性の高い職種

については、プロパー職員の活用を含め法人全体として検討していく必要がある。 

本学の中期目標を始めとする管理運営に関する方針や活動状況のデータなどは、ウェブサイトや冊子で公開

しており、本学の構成員は必要に応じて活用することができる。 

大学の自己点検・評価に関しては、自己点検・評価委員会を設置し、「教育活動」「研究活動」「地域貢献活動」

の３つの観点から評価を行い、その結果を公表している。また、そのフィードバックは、教授会等を通じて適

切に行われている。 

本学の教育研究活動の状況及び成果は、各種冊子やウェブサイトで広く公開するとともに、学術講演会や記

者発表などを通じて、積極的な発信に努めている。 
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ⅳ 自己評価書等 

 

 対象大学から提出された自己評価書本文については、機構ウェブサイト（評価事業）に掲載しておりますので

ご参照下さい。 

 なお、自己評価書の別添として提出された資料の一覧については、次ページ以降の「ⅴ 自己評価書に添付さ

れた資料一覧」をご参照下さい。 

 

 

 

 

 

 

機構ウェブサイト  http://www.niad.ac.jp/ 

 

  自己評価書     http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201103/ 

daigaku/no6_1_1_jiko_kyotoika_d201103.pdf 
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ⅴ 自己評価書に添付された資料一覧 

 

基 準 資料番号 根拠資料・データ名 

基準１ １－１－①－１ 

１－１－②－１ 

１－２－①－２ 

１－２－①－３ 

京都府立医科大学学則 

京都府立医科大学大学院学則 

「京都府立医科大学学則」（平成22年度学生便覧p.17） 

平成22年度入学者選抜要項（医学部医学科・看護学科） 

基準２ ２－１－②－１ 

２－１－②－２ 

２－１－②－３ 

２－１－②－４ 

２－１－②－５ 

２－２－①－１ 

２－２－①－２ 

２－２－①－３ 

２－２－①－４ 

２－２－②－１ 

２－２－②－２ 

２－２－②－３ 

２－２－②－４ 

２－２－②－５ 

 

２－２－②－６ 

キャンパスマップ及び施設配置図（平成22年度大学概要p.20～24） 

教養教育教員現員数（医学科・看護学科）（平成22年度大学概要p.11） 

医学科教養教育授業科目一覧表（平成22年度医学科授業要項p.10） 

看護学科基礎・教養授業科目一覧表（平成22年度） 

教養教育の共同化について 

教育研究評議会委員名簿 

教授会等、医学系教授会議の位置付けについて 

教育研究評議会議題等一覧（教育研究評議会会議録） 

教授会議等議題等一覧（各教授会開催通知等） 

医学科教育委員会議題等一覧（医学科教育委員会等報告） 

看護学科教育委員会議題等一覧（看護学科教育委員会会議記録） 

医学部教育委員会名簿 

大学院医学研究科教育委員会議題等一覧（大学院医学研究科教育委員会次第） 

大学院保健看護研究科教育委員会議題等一覧（保健看護系研究委員会、保健看護研究科教育

委員会会議報告） 

医学教育推進室議題等一覧（医学教育推進室会議報告書） 

基準３ ３－１－①－２ 

３－１－①－３ 

３－１－①－４ 

３－１－①－５ 

３－１－②－１ 

３－１－②－２ 

３－１－②－３ 

３－１－⑤－１ 

３－１－⑤－２ 

３－１－⑤－３ 

３－１－⑤－４ 

３－１－⑤－５ 

 

 

３－１－⑤－６ 

３－１－⑤－７ 

医学研究科博士課程授業科目及び主な担当教員（平成22年度医学研究科履修概要p.9） 

医学研究科修士課程授業科目及び担当教員一覧（平成22年度医学研究科履修概要p.93） 

医学研究科（医学部医学科）教員現員表（平成22年５月１日現在） 

看護学科教員現員表（平成22年５月１日現在） 

非常勤講師一覧（平成22年５月１日現在） 

客員教授委嘱予定者数一覧（平成22年度） 

客員講師委嘱予定者数一覧（平成22年度） 

京都府立医科大学医学部学科教授選考規程 

京都府立医科大学大学院研究科教授選考規程 

京都府立医科大学医学部学科准教授・講師・助教・助手選定に関する規程 

京都府立医科大学大学院研究科准教授・講師・助教・助手選定に関する規程 

京都府立医科大学大学院研究科准教授・講師・助教・助手選定に関する規程第２条第２項及

び京都府立医科大学医学部学科准教授・講師・助教・助手選定に関する規程第２条第２項に

基づく科目（部門）の長候補者選考要綱 

京都府公立大学法人教職員表彰規程及び表彰要領 

京都府立医科大学教員の任期に関する規程 
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３－１－⑤－８ 

３－１－⑤－９ 

３－１－⑤－10 

３－２－①－１ 

３－２－②－１ 

３－２－②－２ 

３－２－②－３ 

３－２－②－４ 

３－３－①－１ 

 

３－３－①－２ 

３－４－①－１ 

３－４－①－２ 

京都府立医科大学特任教授等の委嘱に関する規程 

京都府立医科大学客員教授・講師の委嘱に関する取扱内規 

京都府立医科大学（学部・学科）以外の出身の教授一覧（医学研究科） 

京都府公立大学法人教職員採用等規程 

医学科学生授業アンケート評価シート 

医学科総合講義授業アンケート 

教員への講義公開実施要領 

看護学科授業アンケート導入計画等（平成21年度） 

専門領域の分野の中に置かれた科目の研究内容（平成22年度医学研究科博士課程学生募集要

項p.14～23） 

研究開発センターの目的と活動（平成18年） 

医学科ＴＡ・ＲＡ採用者一覧（平成21年８月現在） 

看護学科ＴＡ採用者一覧（平成21年度） 

基準４ ４－１－①－２ 

４－１－①－３ 

４－１－①－４ 

４－１－①－５ 

４－１－①－６ 

４－２－①－３ 

４－２－①－４ 

４－２－①－５ 

４－２－①－６ 

４－２－①－７ 

４－２－②－２ 

４－２－②－３ 

４－２－②－４ 

４－２－②－５ 

４－２－③－１ 

４－２－③－２ 

４－２－③－３ 

４－２－③－５ 

４－２－④－１ 

４－２－④－３ 

 

４－２－④－４ 

４－３－①－１ 

大学主催による初のオープンキャンパス（医学科）開催案内（平成21年度） 

大学主催による初のオープンキャンパス（医学科）結果報告（平成21年度） 

学長のことば「受験生に望む」（医学研究科修士課程募集要項） 

学長のことば「受験生に望む」（医学研究科博士課程募集要項） 

平成22年度医学研究科修士課程学生募集要項等配布先一覧 

平成20･21年度入学試験実施状況（医学科・看護学科） 

平成22年度新入生アンケート集計結果（医学科・看護学科） 

平成22年度医学研究科博士課程学生募集要項 

平成22年度医学研究科修士課程学生募集要項 

平成21年度医学研究科博士課程入学試験（前期日程）英文和訳問題 

医学研究科留学生のための入学試験実施状況 

医学研究科博士課程募集要項（平成22年度留学生用） 

医学研究科修士課程募集要項（平成22年度留学生用） 

平成20年度医学研究科博士課程留学生用入学試験総合試験問題 

医学部入学試験委員会規程 

入学者選抜試験に係る組織 

医学科・看護学科入学者選抜委員会設置要綱 

医学研究科入学試験委員会規程 

医学科・看護学科入学者選抜の実施教科・科目等について（平成18～22年度） 

平成 22 年度医学研究科修士課程入学者出身校一覧、平成 22 年度医学研究科博士課程入学者

出身校一覧、平成21年度医学研究科博士課程修了者等進路状況 

保健看護研究科入学試験の改善状況 

平成21年度大学院ＦＤ「社会人大学院制度」資料 

基準５ ５－１－①－１ 

５－１－①－２ 

５－１－①－３ 

「はじめに」（平成22年度医学科授業要項p.2～6） 

医学科履修要項（平成22年度医学科授業要項p.7） 

医学科教養教育科目の履修（平成22年度医学科授業要項p.9） 
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５－１－①－４ 

５－１－①－５ 

５－１－①－６ 

５－１－①－７ 

５－１－②－１ 

５－１－②－２ 

５－１－②－３ 

５－１－②－４ 

５－１－②－５ 

５－１－②－６ 

５－１－③－１ 

５－１－③－２ 

５－１－③－３ 

５－２－②－１ 

５－２－②－２ 

５－２－③－１ 

５－２－③－２ 

５－２－③－３ 

５－２－③－４ 

５－４－①－１ 

５－４－①－２ 

５－４－①－３ 

５－４－①－４ 

５－４－①－５ 

５－４－③－１ 

５－４－③－２ 

５－４－③－３ 

５－６－①－１ 

５－６－①－２ 

医学科教養教育授業科目一覧表（平成22年度医学科授業要項p.10） 

医学科専門科目の履修（平成22年度医学科授業要項p.85～86） 

看護学科の概要及び教育課程（平成22年度看護学科授業要項p.1～6） 

看護学科教育課程科目一覧表 

文部科学省現代的教育ニーズ取組支援プログラム報告書 

京都府北部病院等地域滞在実習の概要及び結果 

大学コンソーシアム京都等単位互換履修状況（平成21年度） 

文部科学省戦略的大学連携支援事業について 

医学科研究配属（平成22年度医学科授業要項p.155～165） 

医学科総合講義（平成22年度医学科授業要項p.258～267） 

医学部医学科授業科目履修規程 

医学部看護学科授業科目履修規程 

看護学科の履修要項（平成22年度看護学科授業要項p.13～18） 

医学科シラバス構成（平成22年度） 

医学科シラバス原稿作成要領（平成22年度） 

看護学科補習実習について 

京都府立医科大学合同講義施設使用規程 

京都府立医科大学学生ホール管理規程 

スキルスラボ利用案内 

京都府立医科大学 大学案内（2010年度版p.9～11） 

医学研究科修士課程授業科目履修状況及び授業科目一覧 

医学研究科博士課程専攻、分野及び授業科目等一覧 

京都府立医科大学 大学案内（2010年度版p.22～23） 

保健看護研究科授業科目・担当教員一覧 

医学研究科博士課程授業の履修要領（平成22年度医学研究科履修概要p.1～6） 

医学研究科修士課程授業の履修要領（平成22年度医学研究科履修概要p.90～91） 

保健看護研究科教育課程の概要（平成22年度保健看護研究科授業要項p.3～5） 

京都府立医科大学プロジェクト研究員取扱要綱 

京都府立医科大学博士研究員規程 

基準６ ６－１－①－１ 

６－１－①－２ 

６－１－①－３ 

６－１－①－４ 

６－１－③－１ 

６－１－⑤－１ 

６－１－⑤－２ 

６－１－⑤－３ 

京都府立医科大学教育委員会の専門委員会に関する申合せ 

京都府立医科大学大学院医学研究科教育委員会規程 

医学研究科修士課程修了者の進路状況調査結果（平成20･21年度） 

平成21年度看護学科・看護実践能力育成プロジェクト実績報告書 

アンケート結果に基づく地域滞在実習の分析と評価 

「医学科卒業生の声」（平成22年度大学案内p.13～14） 

「医学科卒業生の声」（平成18年度大学案内p.11～12） 

関係病院等協議会表彰における本学博士号取得者 

基準７ ７－１－①－１ 

７－１－①－２ 

医学科新入生オリエンテーション実施要領 

看護学科入学式及び新入生オリエンテーション実施計画 
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７－１－①－３ 

７－１－①－４ 

７－１－②－１ 

７－１－②－２ 

７－１－②－３ 

７－１－④－１ 

７－１－④－２ 

７－２－①－１ 

７－２－①－２ 

７－２－②－１ 

７－２－②－２ 

７－２－②－３ 

７－２－②－４ 

７－３－②－１ 

７－３－③－１ 

７－３－③－２ 

７－３－③－３ 

７－３－③－４ 

７－３－③－５ 

７－３－③－６ 

７－３－③－７ 

医学研究科入学式及び新入生オリエンテーション実施要領 

保健看護研究科入学式・新入生オリエンテーションの概要 

医学科・看護学科クラス担任教授一覧（平成22年度学生便覧p.56） 

学生相談コーナー（平成22年度学生便覧p.55） 

カウンセリング、ハラスメント相談員（平成22年度学生便覧p.54、57） 

チューターの設置（医師国家試験不合格者へのフォローについて） 

ＴＡ・ＲＡ部門別配置状況（医学科・看護学科） 

各講義室の設備状況 

スキルスラボ機器配置図・整備概要・利用概要 

学生活動への表彰状況（平成21年度橘賞受賞者） 

課外活動団体等への運営資金や備品貸与等の支援 

西日本医科学生総合体育大会参加に対する補助金 

トリアス祭補助金 

私費外国人留学生授業料減免事務処理基準（公立大学法人） 

授業料等の減免等に関する取扱要綱（公立大学法人） 

授業料等の減免に関する事務処理基準（公立大学法人） 

授業料減免 年度別推移状況（平成17～21年度） 

日本学生支援機構奨学金等の利用実績（平成22年３月） 

京都府地域医療確保奨学金奨学生募集案内 

ＲＡ取扱要綱 

ＴＡ取扱要綱 

基準８ ８－１－①－１ 

８－１－③－１ 

８－２－①－１ 

８－２－①－２ 

８－２－①－３ 

８－２－①－４ 

大学施設耐震診断実施の状況等 

各施設の利用規程等（平成22年度学生便覧p.31～46） 

図書館利用のしおり 

京都府立医科大学附属図書館運営協議会規程 

附属図書館の概要（平成22年度大学概要p.15） 

図書館利用の手引（平成22年度学生便覧p.44～46） 

基準９ ９－１－①－１

９－１－①－２ 

９－１－①－３ 

９－１－①－４ 

９－１－①－５ 

９－１－②－１ 

９－１－②－２ 

９－１－②－３ 

９－１－②－４ 

９－１－③－１ 

９－１－③－２ 

９－２－②－１ 

京都府公立大学法人文書分類及び文書保存年数に関する要綱及び別表（京都府立医科大学分）

自己点検・評価報告書（平成８年12月） 

魅力ある病院づくりに向かって～病院運営改善～（平成10年７月） 

京都府立医科大学の更なる前進～21世紀に向かって～（平成12年３月） 

自己点検・評価報告書（平成17年11月） 

医学科ＦＤ研修会実施要領（平成21年度） 

医学研究科教育ＦＤワークショップ実施要領（平成21年度） 

看護学科ＦＤ研修会実施要領（平成21年度） 

保健看護研究科ＦＤ実施要領（平成21年度） 

医学教育推進室に関する規程（大学組織細則・構成員に係る教授会申合せ） 

医学教育研究センター設置要綱 

平成21年度転入者研修実施計画概要及びスケジュール 
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９－２－②－２ 平成21年度人権教育・啓発事業実績一覧 

基準10 10－１－①－１ 

10－１－①－２ 

10－１－①－３ 

10－１－①－４ 

10－２－③－１ 

10－２－③－２ 

10－２－③－３ 

10－２－③－４ 

平成20年度決算の概要 

平成20年度財務諸表 

平成20年度事業報告書 

平成20年度決算報告書 

教室研究費配分額一覧（平成22年度） 

中央研究室費配分経過表（平成18～22年度） 

間接経費執行計画（平成21年度） 

理事長裁量経費（法人総合戦略枠）の執行状況（平成21年度） 

基準11 11－１－①－１ 

11－１－①－２ 

11－１－①－３ 

11－１－①－４ 

11－１－①－５ 

11－１－①－６ 

11－１－①－７ 

11－１－①－８ 

11－１－①－９ 

11－１－①－10 

11－１－①－11 

11－１－①－12 

11－１－①－13 

11－１－⑤－１ 

11－１－⑤－２ 

11－２－①－１ 

11－３－①－１ 

11－３－④－１ 

11－３－④－２ 

11－３－④－３ 

11－３－④－４ 

京都府立医科大学組織図（平成22年度大学概要p.6） 

京都府公立大学法人定款 

京都府公立大学法人組織規則 

京都府公立大学法人の組織について 

教育研究評議会委員名簿 

京都府立医科大学防災計画 

医学倫理審査委員会規程 

遺伝子治療臨床研究審査委員会 

遺伝子組換え実験安全委員会規程 

バイオセーフティー委員会規程 

動物実験委員会規程 

放射線障害予防規程 

科学研究費補助金取扱要領 

平成22年度京都府職員研修研究計画表 

府大学における人権教育・研修について 

京都府立医科大学諸規程リスト（平成22年５月現在） 

自己点検・評価委員会規程 

医大ニュース（平成20年５月号） 

京都府立医科大学雑誌 

研究開発センター学術講演会開催実績一覧 

京都府立医科大学教員の研究成果記者発表資料の事例 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




